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本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
に
お
け
る
契
約
解
除
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
混
合
契
約
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
、
い
か
な
る
法
規
範
が
当
該
契
約
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
が
混
合
契
約
論
と
し
て
活
発
に
論
じ
ら

れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
各
種
の
典
型
契
約
に
関
す
る
規
定
相
互
間
の
調
整
が
主
と
し
て
問
題
と
さ
れ
、
解
除
を
含
む
契
約
一
般
に

関
す
る
総
則
的
規
定
が
直
接
適
用
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
混
合
契
約
論
で
は
契
約
解
除
に
関
す
る
議
論
は
余

り
み
ら
れ
な
い
。
同
一
の
契
約
に
お
い
て
一
部
の
給
付
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
契
約
の
全
部
解
除
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
判
例
・

通
説
で
は
、
契
約
解
除
論
の
中
で
、
「
付
随
的
債
務
」
「
要
素
た
る
債
務
」
と
解
除
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は

契
約
構
造
論
や
混
合
契
約
論
が
明
ら
か
に
し
た
類
型
と
の
関
連
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
契
約
解
除
を
考
え
る
際

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

四

（
１
）
 

あ
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
起
草
者
は
契
約
の
種
類
を
こ
の
よ
う
な
典
型
契
約
に
限
定
す
る
意
図
を

有
し
て
い
な
い
。
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
き
、
契
約
当
事
者
は
典
型
契
約
と
は
異
な
る
内
容
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実

（
２
）
 

際
、
現
実
の
契
約
で
は
、
典
型
契
約
そ
の
も
の
に
ズ
バ
リ
と
該
当
す
る
も
の
は
少
な
い
と
い
一
え
る
。

た
と
え
ば
、
一
つ
の
契
約
の
中
で
、
あ
る
典
型
契
約
の
給
付
が
他
の
典
型
契
約
の
給
付
ま
た
は
典
型
契
約
に
属
し
な
い
給
付
と
結
び
っ

（
３
）
 

く
場
合
（
混
〈
ロ
契
約
）
が
あ
る
。
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
宿
泊
契
約
、
出
版
契
約
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
出
演
契
約
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
一
つ
の
取
引
の
た
め
に
複
数
の
契
約
が
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
（
複
合
契
約
）
も
あ
る
。
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
契
約

と
ス
ポ
ー
ツ
会
員
権
契
約
、
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
契
約
、
都
市
型
ケ
ア
付
き
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
主
と
し

て
同
一
契
約
当
事
者
間
に
お
い
て
複
数
の
契
約
が
存
在
す
る
場
合
（
二
面
型
契
約
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
Ｂ
間
の
契
約
と
Ａ
Ｃ

間
の
契
約
が
緒
苔
す
る
場
合
（
三
面
型
契
約
）
も
あ
る
。
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
、
リ
ー
ス
契
約
な
ど
が
そ
の
例
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
複
合
契
約
に
つ
い
て
は
、
規
範
適
用
の
問
題
で
は
な
く
て
、
主
と
し
て
契
約
相
互
の
依
存
関
係
す
な
わ
ち
一
方
の
契

約
の
消
滅
が
他
方
の
契
約
の
消
滅
を
も
た
ら
す
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
三
面
型
契
約
と
り
わ
け
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
関
し

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
時
、
二
面
型
契
約
の
相
互
依
存
関
係
が
学
説
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

最
判
平
成
八
年
一
一
月
一
一
一
日
（
民
集
五
○
巻
一
○
号
一
一
六
七
三
頁
）
で
あ
る
。
事
案
は
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
契
約
と
同
時
に

ス
ポ
ー
ッ
ク
ラ
ブ
会
員
権
契
約
が
締
結
さ
れ
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
建
設
が
遅
延
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
ス
ポ
ー
ッ

ク
ラ
ブ
会
員
権
契
約
の
不
履
行
を
理
由
に
債
権
者
は
ス
ポ
ー
ッ
ク
ラ
ブ
会
員
権
契
約
と
併
せ
て
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
契
約
を
も

解
除
で
き
る
と
判
示
し
た
。

に
は
、
こ
れ
ら
の
》

ろ
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
判
例
の
結
論
に
異
論
は
見
ら
れ
な
い
が
、
学
説
は
そ
の
理
論
構
成
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
。
学
説
の
多
く
は
二
個
の
契
約
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
一
部
の
見
解
は
こ
れ
を
一
個
の
契
約
と
み
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
取
引
関
係
を
常
に

一
個
の
契
約
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
一
一
個
の
契
約
と
把
握
し
て
も
妥
当
な
結
論
が
導
き
得
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

ま
た
、
｜
個
の
契
約
だ
と
す
る
と
、
混
合
契
約
に
お
け
る
解
除
と
の
関
連
が
問
題
と
な
ろ
う
。
混
合
契
約
で
あ
る
か
複
合
契
約
で
あ
る
か

の
分
岐
点
は
、
契
約
が
一
個
か
ま
た
は
複
数
か
の
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
に
つ
き
解
除
の
要
件
を
個
別
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
両
者
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
契
約
の
個
数
論
が
も
つ
意
味
も
明
確
と
な
ろ
う
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
課
題
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
。
論
述
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
初
め
に
混
合
契
約
論
を
概
観
し
、
そ
の
後
で
混

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

五

こ
れ
ら
の
類
型
毎
に
考
察
す
る
こ
と
が
有
用
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
混
合
契
約
論
が
示
す
類
型
論
は
再
評
価
す
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混
合
契
約
と
峰
一
つ
の
典
型
契
約
の
構
成
分
子
と
他
の
典
型
契
約
の
構
成
分
子
ま
た
は
ど
の
典
型
契
約
の
構
成
分
子
で
も
な
い
分
子

を
含
む
一
個
の
契
約
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
混
合
契
約
に
お
い
て
は
、
当
該
契
約
に
い
か
な
る
法
規
範
が
適
用
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

一ハ

合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
解
除
の
要
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
４
）
 

な
お
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
お
け
る
相
互
依
存
性
の
問
題
は
別
稿
に
譲
り
、
複
合
契
約
に
つ
い
て
は
二
面
型
契
約
に
限
る
こ
と
に
す

る
。

（
１
）
来
栖
三
郎
『
契
約
法
』
（
昭
和
四
九
年
）
七
三
六
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
終
身
定
期
金
契
約
の
よ
う
に
、
法
典
制
定
当
時
は
余
り
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

も
の
も
、
将
来
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
の
下
に
規
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
。

（
２
）
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講
義
』
（
昭
和
五
五
年
）
四
二
一
頁
。

（
３
）
湯
浅
道
男
「
混
合
契
約
お
よ
び
非
典
型
契
約
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
う
い
う
点
に
留
意
す
べ
き
か
」
椿
寿
夫
編
『
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
』

第
五
巻
（
平
成
二
年
）
八
頁
参
照
。

（
４
）
拙
稿
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
と
民
法
理
論
」
法
学
研
究
（
明
治
学
院
大
学
）
六
五
号
（
平
成
一
○
年
）
八
三
頁
以
下
。

Ⅲ
わ
が
国
の
学
説

混
合
契
約
論
の
概
観
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（
１
）
 

こ
の
よ
う
な
規
範
適
用
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
考
一
え
方
が
あ
る
。

㈹
吸
収
主
義
（
シ
す
い
。
ｎ
日
○
口
の
号
の
○
国
の
）
こ
れ
は
、
混
合
さ
れ
た
各
種
の
構
成
分
子
中
最
も
主
要
な
も
の
を
定
め
、
そ
の
主
要
構
成

分
子
の
属
す
る
典
型
契
約
に
関
す
る
規
定
が
当
該
契
約
全
部
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
回
結
合
主
義
（
【
Ｃ
曰
亘
目
，

：
目
菖
の
○
号
）
混
合
契
約
の
構
成
分
子
を
分
解
し
た
上
で
、
各
種
典
型
契
約
に
関
す
る
諸
規
定
に
つ
い
て
当
該
の
構
成
分
子
を
規
律

す
べ
き
各
個
の
規
定
を
索
出
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
結
合
し
て
適
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
㈹
類
推
適
用
主
義
（
ヨ
ゴ
の
。
『
一
因
の
『
目
四
‐

」
・
ぬ
目
困
の
ｏ
宮
の
目
言
の
己
目
い
）
各
種
典
型
契
約
に
関
す
る
特
別
規
定
は
同
一
の
法
律
的
理
由
が
あ
る
限
り
類
推
適
用
が
可
能
で
あ
り
、

こ
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
当
事
者
の
意
思
と
社
会
の
需
要
に
適
応
し
た
結
果
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

吸
収
主
義
は
特
定
の
型
の
契
約
に
つ
い
て
だ
け
裁
判
に
よ
る
保
障
が
与
え
ら
れ
た
ロ
ー
マ
法
の
下
で
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
契
約

自
由
の
原
則
が
認
め
ら
れ
る
近
世
法
の
下
で
は
あ
る
契
約
を
典
型
契
約
の
一
つ
に
押
し
込
む
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
ま
た
、
契
約
の
構
成

分
子
を
常
に
主
要
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
分
別
で
き
る
場
合
に
も
、
主
要
で
な
い
分
子
を
無

視
し
て
適
用
す
べ
き
法
規
を
定
め
る
こ
と
は
当
事
者
の
意
思
に
適
合
し
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
結
合
主
義
は
あ
る
種
の
法
律

要
件
が
存
在
す
る
と
き
は
必
ず
こ
れ
に
独
特
な
あ
る
種
の
法
律
効
果
を
生
ず
る
と
い
う
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
の

よ
う
な
各
個
の
構
成
分
子
に
関
す
る
抽
象
的
原
則
を
定
め
、
変
更
を
加
え
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
混
合
契
約
に
適
用
す
る
こ
と
は
法
典
の
趣

旨
に
反
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
在
の
通
説
は
類
推
適
用
主
義
を
採
用
す
る
。
も
っ
と
も
、
類
推
適
用
主
義
は
典
型
契
約
の
規
定

を
一
応
の
標
準
と
し
な
が
ら
も
、
当
事
者
が
当
該
契
約
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
に
適
応
す
る
よ
う
な
解
決
を
な
す
べ
し
と
い

う
に
尽
き
る
。
類
推
適
用
の
範
囲
に
つ
い
て
確
定
し
た
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
各
種
の
混
合
契
約
に
つ
い
て
、
個
別
的

（
２
）
 

に
類
推
適
用
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

七
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大
正
七
年
、
末
弘
厳
太
郎
・
債
権
各
論
が
公
刊
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
混
合
契
約
の
取
扱
い
に
関
す
る
三
つ
の
見
解
す
な
わ
ち
吸
収
主

義
、
結
合
主
義
お
よ
び
類
推
主
義
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
上
で
、
の
９
『
の
ど
の
『
の
主
張
す
る
類
推
主
義
が
妥
当
だ
と
主
張
し
た
。
大
正
一

三
年
、
鳩
山
説
は
末
弘
説
と
同
じ
く
類
推
主
義
を
支
持
し
た
。
も
っ
と
も
、
混
合
契
約
の
範
囲
に
つ
い
て
理
解
を
異
に
す
る
と
と
も
に
、

究
を
経
て
、

な
か
っ
た
。

（
５
）
 

た
と
い
わ
れ
る
。

後
者
は
、
複
雑
な
内
容
を
有
す
る
契
約
の
法
律
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
場
合
に
つ
き
断
片
的
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
が
、
近
時
、
「
｜
般
的
組
織
的
解
説
（
四
一
一
ｍ
の
ョ
の
ヨ
の
⑰
］
の
（
の
白
目
の
◎
す
の
□
日
切
［
の
二
目
、
）
」
が
新
た
な
私
法
学
上
の
問
題
と
し
て
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
最
近
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
学
者
の
研
究
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
。
第
一
章
で
、

混
合
契
約
の
観
念
を
論
じ
、
第
一
一
章
で
は
、
混
合
契
約
の
分
類
を
扱
う
。
そ
こ
で
は
、
回
目
の
８
の
目
の
や
の
：
『
の
―
ず
の
『
の
見
解
も
引
用
さ

れ
て
は
い
る
が
、
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
三
潴
論
文
と
同
様
に
国
。
ｇ
侭
の
『
の
論
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
合
契
約
論
の
予
備
的
研

究
を
経
て
、
次
章
に
お
い
て
本
論
の
中
心
問
題
た
る
法
律
適
用
論
に
移
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
そ
の
後
の
論
文
で
展
開
さ
れ

私
見
を
述
べ
る
。 法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

八
（
３
）
 

（
４
）
 

学
説
史
的
に
み
る
と
、
わ
が
国
の
混
合
契
約
論
は
、
大
正
一
一
年
の
一
一
一
潴
論
文
お
よ
び
大
正
四
年
の
曄
道
論
文
に
始
ま
る
。
前
者
は
錯
綜

し
た
内
容
を
有
す
る
各
種
の
契
約
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
適
当
に
分
類
し
て
そ
の
法
律
上
の
解
釈
に
資
す
る
と
い
う
目
的
の
下
に
、
ド
イ
ツ

の
議
論
を
紹
介
す
る
。
具
体
的
に
は
、
混
合
契
約
を
一
般
的
・
包
括
的
に
取
り
扱
う
四
・
の
口
狩
の
円
の
論
文
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
教
科
書

で
は
あ
る
が
こ
れ
の
分
類
と
解
釈
を
示
す
因
目
の
白
目
ロ
や
因
目
の
、
８
目
の
の
見
解
に
も
一
一
一
一
口
及
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
余
論
と
し
て

こ
れ
ら
の
先
駆
的
な
研
究
は
具
体
的
な
解
釈
論
的
提
言
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
後
の
学
説
に
は
余
り
影
響
を
与
え
な
か
つ
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混
合
契
約
の
分
類
の
価
値
は
大
き
く
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
点
で
末
弘
説
と
は
異
な
る
。
そ
の
後
、
鳩
山
説
の
見
解
は
我
妻
説
に
よ
っ
て

継
承
さ
れ
、
現
在
の
通
説
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
進
ん
で
、
来
栖
説
は
、
混
合
契
約
を
狭
義
の
無
名
契
約
か
ら
区
別
す
る
実
益
は
乏
し
い
し
、
あ
る
契
約
が
典
型
契
約
で
あ
る
か

（
６
）
 

無
名
契
約
で
あ
る
か
を
論
ず
る
こ
と
さ
》
え
も
た
い
し
て
意
味
が
な
い
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
契
約
の
取
扱
い
方
は
、
そ
れ
が
典
型

契
約
で
あ
ろ
う
が
、
無
名
契
約
で
あ
ろ
う
が
全
く
同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
総
則
、
債
権
総
則
お
よ
び
契
約
総
則
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
典
型
契
約
と
無
名
契
約
と
で
差
異
は
な
い
。
民
法
の
典
型
契
約
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
規
定
の
前
提
と
す
る
事

実
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
典
型
契
約
お
よ
び
無
名
契
約
に
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
民
法
の
規
定
を
無
理
に
適
用
す
べ
き
で
は

な
い
。
そ
の
と
き
は
、
特
約
、
次
に
慣
習
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
特
約
も
慣
習
も
な
け
れ
ば
、
裁
判
官
は
「
法
を
創
造
」
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
適
用
に
お
い
て
は
、
混
合
契
約
だ
け
で
な
く
典
型
契
約
も
何
ら
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
る

こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
混
合
契
約
論
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
一
部
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
河
上
説
は
、
硬
直
的
な
典

型
契
約
へ
の
包
摂
を
克
服
す
る
過
程
で
、
我
々
は
新
種
契
約
を
見
る
た
め
の
視
座
と
方
法
を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
充

分
に
学
び
と
ら
な
い
ま
ま
長
い
伝
統
を
持
つ
混
合
契
約
論
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
帰
結
は
と
も
か
く
、
典
型
契

約
の
「
類
型
」
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
、
「
構
成
分
子
」
の
系
統
的
分
類
・
再
構
成
に
よ
っ
て
手
に
い
れ
よ
う
と
し
た
視

座
に
は
ま
だ
ま
だ
学
び
と
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
、
わ
が
国
の
現
状
は
反
省
さ
れ
て
よ
い
時
期
に

（
８
）
 

き
て
い
る
と
す
る
。

》
つ
◎

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
〉

（
７
）
 

九
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複
数
の
給
付
間
に
お
い
て
、
㈹
主
従
の
区
別
が
な
い
場
合
に
は
、
両
典
型
契
約
の
規
定
を
併
行
的
に
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
回

主
従
の
区
別
が
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
主
た
る
給
付
を
構
成
分
子
と
す
る
典
型
契
約
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
従
た
る
給
付
を
構

（
⑩
）
 

成
分
子
と
す
る
典
型
契
約
の
規
定
は
補
充
的
に
類
推
適
用
さ
れ
る
。

⑪
対
向
的
結
合
（
対
面
的
結
合
）
契
約
の
一
方
の
当
事
者
が
一
つ
の
典
型
契
約
の
構
成
分
子
に
あ
た
る
給
付
を
な
し
、
他
方
の
当
事

者
が
他
の
典
型
契
約
の
構
成
分
子
に
あ
た
る
給
付
を
な
す
べ
き
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
書
生
と
し
て
労
務
を
給
付
す
る
こ
と
の
対
価

と
し
て
、
賃
金
を
与
え
な
い
で
、
居
室
の
使
用
を
許
す
契
約
（
書
生
契
約
）
、
家
屋
の
使
用
を
認
め
る
対
価
と
し
て
、
借
主
が
賃
料
を
支

払
わ
ず
に
門
番
と
し
て
労
務
を
給
付
す
る
契
約
（
門
番
契
約
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
契
約
に
は
、
両
典
型
契
約
の
規
定
を
そ

れ
ぞ
れ
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。

⑥
混
成
原
因
を
有
す
る
た
め
に
混
合
契
約
と
な
る
場
合
典
型
例
は
、
廉
価
に
売
買
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
贈
与
の
目
的
を
達
す
る
い

わ
ゆ
る
混
合
贈
与
で
あ
る
。
ま
た
、
和
解
の
方
法
と
し
て
、
争
い
の
あ
る
債
権
額
を
互
譲
し
て
低
い
額
と
し
、
そ
れ
に
相
当
す
る
財
産
権

を
移
転
す
る
契
約
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
契
約
に
は
、
両
種
の
典
型
契
約
の
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。

属
す
る
。

②
混
合
契
約
の
類
型

（
９
）
 

混
合
契
約
は
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

③
併
行
的
結
合
契
約
当
事
者
の
一
方
の
給
付
が
典
型
契
約
の
数
個
の
構
成
分
子
に
あ
た
る
も
の
を
結
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
下
宿
契
約
、
相
撲
観
覧
者
と
相
撲
経
営
者
と
の
契
約
、
飲
食
店
の
主
人
と
客
と
の
契
約
、
製
作
品
供
給
契
約
な
ど
が
こ
れ
に

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
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こ
の
よ
う
な
混
合
契
約
の
類
型
論
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
ま
ず
第
一
に
、
何
の
類
型
に
関
し
て
で
あ
る
。
三
潴
論
文
は
国
・
の
己
‐

、
臼
の
見
解
と
は
異
な
り
、
組
合
契
約
を
こ
の
類
型
か
ら
除
外
す
る
。
組
合
は
和
解
そ
の
他
と
同
じ
く
そ
の
性
質
上
種
々
雑
多
な
内
容
を

有
し
う
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
一
つ
の
典
型
契
約
で
あ
る
。
従
っ
て
、
組
合
の
節
に
規
定
の
な
い
事
実
を
付
加
し
た
と
き
は
、
こ
の
事
実

に
対
す
る
他
の
節
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
こ
と
は
組
合
の
性
質
上
当
然
の
こ
と
に
属
し
、
類
推
若
し
く
は
準
用
の
問
題
は
生
じ
な
い
か
ら

（
、
）

で
あ
る
。
鳩
山
説
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。

（
吃
）

さ
ら
に
、
末
弘
説
は
、
㈲
の
類
型
そ
の
も
の
を
混
合
契
約
の
類
型
か
ら
排
除
す
る
。
民
法
の
典
型
契
約
に
は
、
①
そ
の
内
容
を
構
成
す

る
給
付
が
特
殊
で
あ
る
た
め
に
典
型
契
約
で
あ
る
も
の
（
売
買
、
交
換
、
消
費
貸
借
、
賃
貸
借
、
雇
用
、
請
負
、
委
任
、
寄
託
、
終
身
定

期
金
）
と
、
②
特
殊
の
原
因
を
有
す
る
た
め
に
典
型
契
約
で
あ
る
も
の
（
贈
与
、
使
用
貸
借
、
組
合
、
和
解
）
と
が
あ
る
。
後
者
の
場
合

に
は
、
そ
の
内
容
た
る
給
付
に
つ
い
て
は
何
ら
の
特
色
を
有
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
典
型
契
約
の
本
体
は
、
そ
の
原
因
に
関
す
る
合
意
の
点

に
あ
り
、
目
的
到
達
の
た
め
に
す
る
方
法
は
法
律
の
制
限
内
で
は
種
々
雑
多
で
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
混
合
贈
与
の
場
合
に
は
、
こ
れ

に
よ
っ
て
取
得
す
べ
き
買
主
の
利
益
を
手
段
と
し
て
贈
与
の
目
的
を
達
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
売
買
自
身
に
つ
い
て
み
れ
ば
物

の
客
観
的
価
値
が
契
約
上
の
代
金
額
よ
り
も
高
価
な
る
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
利
益
を
目
的
と

す
る
別
個
の
贈
与
契
約
が
成
立
す
る
点
に
お
い
て
、
異
様
の
外
観
を
呈
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
す
べ
て
目
的
手
段
の

関
係
に
お
い
て
二
個
の
契
約
が
連
結
す
る
場
合
の
一
例
で
あ
っ
て
、
混
合
契
約
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
末
弘
説
は
そ
の
性
質
上
種
々
雑
多
な
内
容
を
有
し
う
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
典
型
契
約
と
い
う
三
潴
説
の
観
点
を
組
合
契

約
以
外
に
も
貫
徹
し
た
も
の
と
い
え
る
。
鳩
山
説
は
三
潴
説
と
同
様
に
組
合
を
混
合
契
約
か
ら
除
く
が
、
混
合
贈
与
に
つ
い
て
は
⑥
類
型

（
旧
）

の
典
型
例
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
学
説
も
混
合
贈
与
を
混
合
契
約
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
末
弘
説
は
支
持
さ
れ
て
い
な

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

｜
’
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第
二
に
、
混
合
契
約
論
の
主
眼
は
当
該
契
約
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
範
は
何
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
類
型
論
は
そ
の
解
決

に
資
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
種
典
型
契
約
に
関
す
る
特
別
の
規
定
に
つ
い
て
で
あ

り
、
総
則
規
定
す
な
わ
ち
民
怯
総
則
、
債
権
総
則
お
よ
び
契
約
総
則
の
規
定
が
当
該
契
約
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
そ
う
す

る
と
、
本
稿
が
扱
お
う
と
す
る
解
除
の
規
定
は
契
約
総
則
に
属
す
る
か
ら
、
混
合
契
約
の
解
除
は
通
常
の
契
約
と
同
一
の
規
定
に
服
す
る

（
応
）

こ
と
に
な
る
。
従
来
の
混
合
契
約
論
の
中
で
は
、
末
弘
説
を
除
き
、
契
約
の
解
除
が
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
こ
の
点
に
理
由

が
あ
ろ
う
。
混
合
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
解
除
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
Ｍ
）
 

１
．
 

℃
！
 （
１
）
末
弘
厳
太
郎
『
債
権
各
論
』
（
第
五
版
・
大
正
九
年
）
二
八
四
頁
参
照
。

（
２
）
末
弘
・
前
掲
注
（
１
）
二
八
五
頁
以
下
、
鳩
山
秀
夫
『
日
本
債
権
法
各
論
（
下
）
」
（
大
正
一
三
年
）
七
四
三
頁
以
下
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
』

（
昭
和
三
七
年
）
八
八
六
頁
以
下
、
河
上
正
二
『
混
合
契
約
論
』
に
つ
い
て
の
覚
書
」
法
学
五
六
巻
五
号
（
平
成
四
年
）
四
一
七
頁
以
下
参
照
。

（
３
）
三
潴
信
三
「
混
成
契
約
ノ
蕊
類
及
上
解
釈
」
法
協
三
一
巻
四
号
（
大
正
二
年
）
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
五
号
五
四
頁
以
下
、
六
号
五
○
頁
以
下
。

（
４
）
曄
道
文
藝
「
混
合
契
約
論
の
研
究
」
京
都
法
学
会
雑
誌
一
○
巻
一
○
号
（
大
正
四
年
）
一
頁
以
下
、
’
一
巻
九
号
（
大
正
五
年
）
二
三
頁
以
下
。

（
５
）
河
上
・
前
掲
注
（
２
）
四
二
六
頁
、
大
村
敦
志
「
典
型
契
約
と
性
質
決
定
』
（
平
成
九
年
）
三
二
頁
参
照
。

（
６
）
来
栖
三
郎
『
契
約
法
』
（
昭
和
四
九
年
）
七
四
○
頁
以
下
。

（
７
）
河
上
・
前
掲
注
（
２
）
四
三
○
頁
以
下
。

（
８
）
な
お
、
大
村
・
前
掲
注
（
５
）
も
、
最
近
の
研
究
に
は
、
従
来
の
典
型
契
約
論
と
異
な
り
、
典
型
契
約
の
持
つ
意
味
を
よ
り
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す

る
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
（
一
○
頁
）
、
ま
た
、
新
た
な
視
点
か
ら
非
典
型
契
約
論
を
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
現
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
二
五

九
頁
）
。
こ
れ
に
関
す
る
近
時
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
同
醤
八
頁
以
下
参
照
。
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法
定
解
除
の
要
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
部
履
行
遅
滞
・
一
部
履
行
不
能
、
不
完
全
履
行
な
ど
が
こ
れ
ま
で
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
近
時
は
、
と
り
わ
け
国
際
動
産
売
買
法
の
影
響
を
受
け
て
、
帰
責
事
由
の
必
要
性
の
有
無
や
重
大
な
義
務
違
反
と
い
う
統
一
的

な
要
件
へ
の
統
合
の
可
否
な
ど
が
学
説
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
し
か
し
、
混
合
契
約
の
解
除
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
は
付
随
的
債
務

の
不
履
行
に
よ
る
解
除
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
ろ
う
。

契
約
当
事
者
は
一
個
の
契
約
か
ら
複
数
の
債
務
を
負
担
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
動
産
の
売
買
契
約
で
は
売
主
は
目
的

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

一一一一

－、￣、￣、￣、￣、￣、￣■

１５１４１３１２１１１０９ 
－〆～グ、－ン、－〆、－ジ～グ、－＝

(1) 潤
山
秀
夫
・
前
掲
注
（
２
）
七
四
五
頁
以
下
、
我
妻
栄
・
前
掲
注
（
２
）
八
八
八
頁
以
下
参
照
。

柚
木
馨
・
高
木
多
喜
男
『
新
版
注
釈
民
法
、
）
』
（
平
成
五
年
）
五
頁
は
、
主
従
の
区
別
あ
る
場
合
を
混
合
契
約
か
ら
除
外
す
る
。

三
潴
・
前
掲
注
（
３
）
六
号
七
五
頁
○

末
弘
・
前
掲
注
（
１
）
二
九
一
頁
以
下
。

鳩
山
・
前
掲
注
（
２
）
七
四
七
頁
。

柚
木
・
高
木
・
前
掲
注
（
皿
）
一
六
頁
以
下
参
照
。

末
弘
・
前
掲
注
（
１
）
二
八
八
頁
以
下
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

混
合
契
約
と
解
除

要
素
た
る
債
務
と
付
随
的
債
務
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一
四

物
引
渡
義
務
、
保
管
義
務
、
現
状
引
渡
義
務
、
登
記
移
転
義
務
な
ど
を
負
い
、
買
主
は
代
金
支
払
義
務
、
代
金
の
利
息
支
払
義
務
な
ど
を

負
う
。
ま
た
、
他
の
条
項
（
約
款
）
が
契
約
に
含
ま
れ
る
と
き
は
、
各
条
項
に
応
じ
た
複
数
の
債
務
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、

複
数
の
債
務
の
中
の
あ
る
一
つ
の
債
務
が
履
行
さ
れ
な
い
と
き
は
、
民
法
五
四
一
条
の
「
其
債
務
ヲ
履
行
セ
サ
ル
ト
キ
」
に
あ
た
る
と
し

て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
、
あ
る
種
の
債
務
に
つ
い
て
は
不
履
行
が
あ
っ
て
も
解
除
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ

（
１
）
 

き
か
・
こ
れ
が
付
随
的
債
務
の
不
履
行
と
解
除
の
問
題
で
あ
る
。

③
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
大
判
昭
和
一
三
年
九
月
三
○
日
（
民
集
一
七
巻
一
七
七
五
頁
）
は
、
民
法
五
四
一
条
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る

の
は
契
約
の
「
要
素
を
な
す
債
務
」
が
履
行
さ
れ
ず
、
契
約
を
な
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
り
、
「
付
随
的
債
務
」

の
不
履
行
で
は
解
除
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
法
理
は
、
そ
の
後
、
最
判
昭
和
一
一
一
六
年
一
一
月
二
一
日
（
民
集
一
五
巻
一
○
号
二
五

○
七
頁
）
お
よ
び
最
判
昭
和
四
一
一
一
年
二
月
一
一
一
一
一
日
（
民
集
二
二
巻
一
一
号
一
一
八
一
頁
）
に
お
い
て
基
本
的
に
継
承
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
契
約
解
除
が
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
審
院
昭
和
一
三
年
判
決
は
、

「
特
別
の
約
定
」
が
あ
る
と
き
は
付
随
的
債
務
の
不
履
行
を
理
由
に
契
約
を
解
除
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
「
特
別
の
約
定
」
と
は
付
随
的

債
務
の
不
履
行
が
あ
れ
ば
解
除
で
き
る
と
の
合
意
す
な
わ
ち
約
定
解
除
権
の
合
意
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
民
法
五
四
一
条
の
法
定
解
除
権

と
は
関
係
し
な
い
か
ら
、
要
素
た
る
債
務
の
不
履
行
に
限
り
解
除
で
き
る
と
い
う
原
則
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
は
、
「
特
段
の
事
情
」
が
あ
れ
ば
付
随
的
債
務
の
不
履
行
で
あ
っ
て
も
解
除
し
う
る
余
地

（
２
）
 

を
認
め
た
。
こ
の
「
特
段
の
事
情
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、
約
定
解
除
権
の
〈
ロ
意
以
外
に
、
契
約
目
的
を
達
し

え
な
い
よ
う
な
付
随
的
債
務
の
不
履
行
も
あ
り
う
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
民
法
五
四
一
条
の
解
除
を
要
素

た
る
債
務
に
限
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
要
素
た
る
債
務
と
は
契
約
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
須
的
な
債
務
を
い
う
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の
で
あ
る
か
ら
、
「
付
随
的
債
務
」
の
不
履
行
に
よ
っ
て
契
約
目
的
を
達
し
得
な
い
場
合
は
「
特
段
の
事
情
」
に
該
当
す
る
と
い
う
よ
り

も
、
「
要
素
た
る
債
務
」
そ
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
最
高
裁
昭
和
四
三
年
判
決
が
「
外
見
上
は
売
買
契
約
の
付

随
的
な
約
款
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
不
履
行
が
契
約
締
結
の
目
的
の
達
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
売
買
契
約
の

要
素
た
る
債
務
に
は
い
る
と
し
た
の
は
、
こ
の
意
味
で
は
正
当
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
例
外
の
範
囲
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
、
民
法
五
四
一
条
の
解
除
は
原
則
と
し
て
要
素
た
る
債
務
の
不
履
行
に
限
る
と

す
る
の
が
判
例
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
が
常
に
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
審
院
昭
和
一
三
年
判

（
３
）
 

決
以
一
別
で
は
、
付
随
的
債
務
で
あ
る
か
否
か
は
重
要
視
さ
れ
ず
、
契
約
目
的
が
達
成
で
き
な
い
か
否
か
が
基
準
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
判

（
４
）
 

決
で
も
、
同
様
に
、
契
約
目
的
の
達
成
不
可
能
を
基
準
と
し
て
判
断
し
た
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
時
、
「
要
素
た
る
債
務
」
に
代
毫
え

（
５
）
 

て
「
重
要
な
債
務
」
を
基
準
と
す
る
判
例
も
み
ら
れ
る
。

⑪
学
説
を
み
る
と
、
大
審
院
昭
和
一
三
年
判
決
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
「
要
素
た
る
債
務
」
の
概
念
を
用
い
る
見
解
が
既
に
主
張
さ

（
６
）
 

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
末
弘
説
は
、
民
法
五
四
一
条
の
「
債
務
」
と
は
契
約
の
要
素
を
構
成
す
る
債
務
を
い
い
、
双
務
契
約
の
場
〈
ロ
に

は
そ
れ
は
互
い
に
対
価
的
関
係
に
立
つ
双
方
の
債
務
で
あ
っ
て
、
単
な
る
従
た
る
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
て
も
本
条
に
よ
る
解
除
は
で
き

（
７
）
 

（
８
）
 

な
い
と
す
る
。
そ
の
後
、
こ
の
見
解
は
鳩
山
説
や
和
田
説
な
ど
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。

こ
の
見
解
は
実
務
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
大
審
院
昭
和
一
三
年
判
決
は
こ
の
「
要
素
た
る
債
務
」
の
概
念
を
採
用
す
る
に
至
っ

た
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
「
要
素
た
る
債
務
」
と
は
そ
の
不
履
行
に
よ
っ
て
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い
場
合
を
い
う
の
で
あ
り
、
対

価
関
係
に
立
つ
債
務
を
「
要
素
た
る
債
務
」
と
す
る
右
の
学
説
と
は
内
容
的
に
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

「
要
素
た
る
債
務
」
の
概
念
の
採
用
に
よ
っ
て
、
判
例
の
実
質
的
な
判
断
基
準
が
変
更
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

一
五
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こ
れ
に
対
し
て
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
で
も
、
そ
れ
が
契
約
目
的
の
達
成
の
た
め
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
と
き
は
解
除
権
の
行
使

（
凶
）

を
肯
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
最
高
裁
昭
和
一
二
六
年
判
決
以
前
に
お
い
て
、
永
田
説
は
、
債
務
の
本
来
的
且
つ
主
要
な
部
分
以
外
の
付
随
的

債
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
履
行
の
た
め
債
権
者
が
契
約
の
目
的
を
達
し
得
な
い
場
合
の
ほ
か
、
原
則
と
し
て
契
約
全
部
の
解
除
を
認
め

（
旧
）

る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
昭
和
一
一
一
六
年
判
決
の
影
響
を
受
け
て
、
こ
れ
と
同
様
に
解
す
る
見
解
が
多
く
な
っ
た
。

（
肥
）

た
と
え
ば
、
山
中
説
は
、
右
の
判
決
を
引
用
し
て
い
な
い
が
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
契
約
目
的
を
達
成
し
え
な
い
場
合
が
あ

る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
松
本
説
や
小
野
説
、
本
田
説
な
ど
は
、
判
例
の
「
特
段
の
事
情
」
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
Ⅳ
）
 

松
本
説
は
、
結
論
的
に
い
》
え
ば
、
付
随
的
義
務
不
履
行
に
よ
り
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い
と
同
程
度
に
不
利
益
な
状
態
が
生
じ
れ
ば

（
旧
）

が
、
い
ず
れ
』

は
一
致
す
る
。

（
咽
）

壹
っ
０

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

一
一
ハ

こ
れ
以
前
の
判
例
で
も
、
契
約
目
的
が
達
成
で
き
な
い
か
ど
う
か
が
解
除
の
基
準
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
以
降
、
学
説
に
お
い
て
も
、
「
要
素
た
る
債
務
」
は
内
容
的
に
変
更
さ
れ
判
例
と
同
様
に
解
す
る
見
解
が
多
く

（
９
）
 

な
っ
た
。
た
と
》
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
に
つ
い
て
契
約
を
な
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
須
の
義
務
、
あ
る
い
は
、
契
約
を
な
し

（
、
）

た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
債
務
と
し
て
理
解
す
る
見
解
が
そ
う
で
あ
る
。
契
約
目
的
達
成
に
必
須
で
あ
る
か
否
か
は
客

（
ｕ
）
 

観
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
契
約
の
外
観
上
は
、
付
随
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
債
務
の
履
行
が
契
約
目
的
の
実
現

上
不
可
欠
と
い
う
場
合
や
こ
れ
と
同
様
の
不
利
益
を
被
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
債
務
は
「
要
素
た
る
債
務
」
に
区
分
さ
れ
る
と
い

「
対
価
的
関
係
に
立
つ
債
務
」
と
「
契
約
を
な
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
債
務
」
が
ど
の
程
度
異
な
る
か
問
題
と
な
る

、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
｝
」
れ
ら
の
見
解
は
「
付
随
的
債
務
」
の
不
履
行
に
よ
っ
て
は
民
法
五
四
一
条
の
解
除
権
は
生
じ
な
い
と
す
る
点
で
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こ
の
よ
う
に
「
要
素
た
る
債
務
」
の
概
念
を
用
い
る
見
解
は
、
判
例
の
展
開
に
対
応
し
て
、
「
要
素
た
る
債
務
」
を
対
価
的
債
務
に
限

る
見
解
、
「
要
素
た
る
債
務
」
を
契
約
目
的
と
の
関
連
で
理
解
す
る
見
解
、
そ
し
て
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
で
も
解
除
の
余
地
を
認
め

る
見
解
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
第
一
の
見
解
は
、
対
価
的
債
務
以
外
の
債
務
の
不
履
行
に
つ
き
全
面
的

に
解
除
を
否
定
す
る
点
で
若
干
厳
格
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
の
見
解
で
は
、
解
除
原
因
と
な
り
得
な
い
場
合
に
こ
れ（
別
）

を
付
随
的
債
務
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
は
解
除
原
因
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
一
種
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、

解
除
の
有
用
な
基
準
を
提
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
の
見
解
の
よ
う
に
、
「
特
段
の
事
情
」
の

導
入
に
よ
っ
て
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
も
解
除
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
要
素
た
る
債
務
」
と
一
‐
付
随
的
債
務
」
を
区
別
す
る

（
理
）

意
味
は
な
く
な
っ
た
と
い
一
え
よ
う
。
い
ず
れ
も
民
法
五
四
一
条
の
「
債
務
」
に
該
当
し
、
そ
の
不
履
行
が
解
除
権
の
発
生
原
因
と
な
り
う

る
点
で
差
異
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
要
素
た
る
債
務
」
「
付
随
的
債
務
」
の
概
念
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
実
質
的
に
は
こ
の

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

一
七

（
肥
）

「
特
段
の
事
情
」
あ
り
と
Ｉ
し
て
契
約
解
除
権
が
是
認
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
、
小
野
説
は
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
よ
っ

て
結
果
的
に
債
権
箸
が
契
約
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
程
度
の
不
利
益
を
蒙
る
か
ま
た
は
そ
の
不
履
行
が
信
義
則
に

反
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
存
す
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
そ
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
契
約
の
解
除
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と

く
⑬
）

す
る
。
本
田
説
は
小
野
説
と
同
趣
』
曰
で
あ
り
、
「
特
段
の
事
情
」
の
中
に
は
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
の
結
果
、
債
権
者
が
契
約
目
的
を（
加
）

達
し
得
な
い
と
同
様
の
不
利
益
を
蒙
っ
た
場
〈
ロ
ま
た
は
そ
の
不
履
行
が
信
義
則
に
反
す
る
場
合
が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
森
泉
説
は
、

「
特
段
の
事
情
」
に
は
言
及
し
な
い
が
、
契
約
を
し
た
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
「
基
本
的
債
務
（
要
素
た
る
債
務
）
」
以
外

の
債
務
で
あ
る
付
随
的
債
務
で
も
、
そ
の
不
履
行
が
契
約
目
的
の
達
成
の
た
め
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
と
き
は
解
除
権
の
行
使
を
認
め

る
べ
き
だ
と
す
る
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
要
素
た
る
債
務
」
概
念
が
全
て
の
学
説
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
概
念
を

採
用
し
な
い
見
解
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
二
つ
の
異
な
る
方
向
性
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
当
初
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

民
法
五
四
一
条
の
「
債
務
」
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
、
他
の
一
つ
は
、
契
約
目
的
の
不
達
成
と
い
う
基
準
を
前
面
に
押
し
出
し
、

さ
ら
に
は
解
除
の
要
件
を
統
一
的
に
構
成
し
よ
う
と
試
み
る
見
解
で
あ
る
。

（
鋼
）

回
三
宅
説
は
「
要
素
た
る
債
務
」
概
念
を
用
い
ず
に
、
不
履
行
に
よ
る
解
除
が
問
題
と
な
る
「
債
務
」
と
は
双
務
契
約
か
ら
生
じ
、
対

価
関
係
に
立
つ
債
務
に
限
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
買
主
の
代
金
債
務
と
対
価
関
係
に
立
つ
売
主
の
債
務
は
、

有
形
的
な
引
渡
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
登
記
手
続
の
義
務
で
あ
る
。
従
っ
て
、
買
主
の
租
税
負
担
義
務
（
売
主
の
（
立
替
）
納
付
額
を
償

還
す
る
義
務
）
や
買
主
の
登
記
（
引
取
）
義
務
、
買
主
の
農
地
の
許
可
申
請
義
務
な
ど
を
履
行
し
な
く
て
も
、
売
主
は
こ
れ
を
理
由
に
解

除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
買
主
の
公
租
公
課
と
残
代
金
の
利
息
の
支
払
い
が
代
金
の
期
限
付
与
に
伴
う
付
随
的
特
約
で
あ
る
場
合
に
は
、

買
主
が
こ
れ
ら
の
支
払
い
を
怠
る
と
き
で
も
、
こ
れ
を
理
由
に
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
売
主
は
残
代
金
に
つ
い
て
期
限
の
利
益
を

失
わ
せ
、
続
い
て
残
代
金
お
よ
び
延
滞
の
公
租
公
課
お
よ
び
利
息
の
不
払
い
を
理
由
に
法
定
解
除
で
き
る
。
賃
貸
借
に
お
い
て
賃
借
人
と

他
人
と
の
取
引
禁
止
を
特
約
す
る
場
合
、
こ
れ
は
他
人
と
の
取
引
禁
止
を
賃
貸
借
継
続
の
条
件
と
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
不
履
行
に

よ
る
解
除
と
は
全
く
別
問
題
で
あ
る
。
三
宅
説
は
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
事
案
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
解
除
を
対
価
関
係
に

立
つ
債
務
に
限
定
し
て
も
同
様
の
結
論
に
到
達
し
う
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

Ｕ
こ
れ
に
対
し
て
、
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
の
一
般
的
要
件
と
し
て
、
契
約
目
的
を
達
成
し
得
な
い
こ
と
を
必
要
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

一
八

よ
う
な
基
準
に
代
え
て
、
契
約
目
的
の
不
達
成
と
い
う
不
履
行
の
結
果
な
い
し
程
度
が
統
一
的
な
基
準
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
◎ 
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（
別
）

た
と
え
ば
、
山
下
説
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
遅
滞
に
よ
る
解
除
権
の
発
生
は
、
そ
の
遅
滞
に
よ
り
当
事
者
が
な
し
た
契
約
目
的
が
達
せ

ら
れ
ず
、
債
権
者
が
解
除
を
し
て
も
債
務
者
と
し
て
異
議
を
主
張
し
得
な
い
と
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
し
、

こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
、
一
部
履
行
遅
滞
の
場
合
と
契
約
の
一
部
の
条
項
の
不
履
行
の
場
合
を
個
別
的
に
検
討
し
て
、
い
ず
れ
も

契
約
を
な
し
た
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
の
み
、
契
約
全
部
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
づ
け
る
。

｝
」
の
見
解
で
は
、
あ
る
義
務
の
遅
滞
に
よ
っ
て
契
約
目
的
が
達
成
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
否
か
と
い
う
結
果
の
み
が
重
要
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
履
行
遅
滞
の
個
別
的
な
態
様
は
原
則
的
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
ま
た
、
遅
滞
し
て
い
る
債
務
が
「
要
素
た
る
債
務
」
か
「
付

随
的
債
務
」
か
の
区
別
も
何
ら
意
義
を
有
し
な
い
。
す
べ
て
の
契
約
上
の
義
務
は
同
一
に
扱
わ
れ
、
単
に
義
務
違
反
の
結
果
な
い
し
程
度

が
問
題
と
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

近
時
、
主
と
し
て
一
九
八
○
年
の
国
際
動
産
売
買
法
の
影
響
の
下
に
、
解
除
の
要
件
を
統
一
的
に
構
想
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
際
動
産
売
買
法
で
は
、
売
主
ま
た
は
買
主
の
義
務
の
い
ず
れ
か
の
不
履
行
が
「
重
大
な
契
約
違
反
（
旨
。
§
日
の
ロ
区
ワ
吊
凹
Ｃ
ｐ
ａ
８
ご
‐

与
国
具
）
」
と
な
る
場
合
に
は
相
手
方
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
九
条
一
項
ａ
号
、
六
四
条
一
項
ａ
号
）
。
そ
し
て
、
「
重
大

な
契
約
違
反
」
と
は
、
そ
の
契
約
の
下
で
相
手
方
が
期
待
す
る
の
が
当
然
で
あ
っ
た
も
の
を
実
質
的
に
奪
う
よ
う
な
不
都
合
な
結
果
を
も

た
ら
す
契
約
違
反
を
い
う
が
、
そ
の
結
果
が
違
反
し
た
当
事
者
に
予
見
可
能
で
な
い
場
合
は
除
か
れ
る
（
二
五
条
）
。
こ
れ
が
国
際
動
産

（
顔
）

売
買
法
の
解
除
の
要
件
で
あ
る
。

わ
が
国
で
も
、
こ
の
よ
う
な
「
重
大
な
契
約
違
反
」
を
解
除
す
べ
て
の
統
一
的
要
件
と
し
て
解
釈
論
的
に
導
入
す
る
見
解
が
近
時
有
力

（
瀦
〉

に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
は
好
美
説
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
解
除
の
効
果
で
あ
る
債
務
消
滅
と
原

状
回
復
の
内
容
は
、
解
除
権
の
発
生
が
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
契
約
の
無
効
・
取
消
の
場
合
の
清
算
と
共
通
し
て
価
値
中
立

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

’
九
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法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

二
○

的
な
契
約
の
清
算
制
》
度
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
有
賀
の
不
履
行
者
か
と
い
う
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
は
、
視
野
を
広
げ
る
と
、
比
較
法
的
に
も
近
時
の
国
際
統
一
法
な
ど
が
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
解
除
権
の
発
生
要
件

は
客
観
的
な
「
契
約
の
本
質
的
侵
害
」
が
あ
れ
ば
足
り
、
主
観
的
な
有
責
は
問
わ
な
い
と
の
考
え
方
に
も
連
な
り
う
る
問
題
性
を
含
む
と

い
う
。
好
美
説
は
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
を
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
有
責
性
不
要
に
力
点
が
置
か
れ
、
「
契
約
の
本
質
的
侵
害
」
と

い
う
客
観
的
要
件
へ
の
統
合
が
必
ず
し
も
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
”
）
 

こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
山
田
（
到
）
説
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
山
田
説
の
要
点
は
こ
う
で
あ
る
。
解
除
の
本
質
論
か
ら
し
て
も
、
ま

た
日
本
の
従
前
の
議
論
に
も
共
通
す
る
発
想
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
Ｃ
Ｉ
ｓ
Ｇ
の
規
準
す
な
わ
ち
「
重
大
な
契
約
違
反
」
の
中

核
部
分
で
あ
る
「
契
約
を
維
持
す
る
利
益
の
実
質
的
脱
落
」
と
い
う
規
準
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
解
除
要
件
の
本
質
的
部
分
を
構
成
し
う

る
。
と
い
う
の
は
、
わ
が
国
で
は
、
民
法
五
七
○
条
．
五
六
六
条
で
「
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
場
合
」
が
要
件

と
さ
れ
、
ま
た
、
｜
部
履
行
遅
滞
、
一
部
履
行
不
能
、
一
部
の
不
完
全
履
行
、
さ
ら
に
「
付
随
的
債
務
」
で
は
契
約
目
的
が
達
成
さ
れ
る

か
否
か
が
解
除
の
規
準
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

潮
見
説
も
同
様
に
、
不
完
全
履
行
や
主
た
る
給
付
義
務
以
外
の
義
務
違
反
の
場
合
に
は
「
契
約
目
的
達
成
の
可
能
・
不
可
能
」
が
重
要

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
「
契
約
目
的
の
達
成
の
可
能
・
不
可
能
」
を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
不
完
全
履
行
と
い
う
領
域
を
超
え
、

一
般
的
な
契
約
解
除
の
要
件
と
し
て
「
重
大
な
契
約
違
反
」
を
定
立
す
る
方
向
へ
と
理
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
「
重
大
な
契

（
羽
）

約
違
反
」
を
解
除
の
一
般
的
要
件
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

こ
の
よ
う
な
解
除
要
件
の
統
一
的
構
成
は
理
論
的
に
は
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
履
行
の
態
様
に
応
じ
て
考
慮
す
べ
き
事

情
は
異
な
る
か
ら
、
結
局
、
こ
れ
を
類
型
化
し
て
「
重
大
な
契
約
違
反
」
と
い
う
統
一
的
基
準
を
具
体
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
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解
除
の
要
件
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
多
様
な
見
解
が
存
在
し
、
混
沌
と
し
た
状
況
に
あ
る
。
そ
の
優
劣
を
こ
こ

で
論
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
解
除
を
対
価
的
関
係
に
立
つ
債
務
の
不
履
行
に
限
定
す
る
見
解
を
除
い
て
具
体
的
な
結
果
に
大
き
な

差
異
は
生
じ
な
い
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
と
契
約
解
除
に
関
す
る
具
体
的
な
裁
判
例
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
基

本
的
な
契
約
の
債
務
構
造
お
よ
び
混
合
契
約
論
で
示
さ
れ
た
類
型
論
を
基
礎
と
し
て
解
除
の
要
件
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
基
本
的
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
と
混
合
契
約
に
お
け
る
解
除
と
い
う
二
つ
に
分
け
て
個

別
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
羽
）

契
約
法
上
の
義
務
は
主
た
る
給
付
義
務
、
従
た
る
給
付
義
務
お
よ
び
付
随
義
務
の
一
二
つ
に
分
類
で
き
る
。

、
主
た
る
給
付
義
務
と
は
、
契
約
類
型
的
な
給
付
義
務
を
い
う
。
換
言
す
る
と
、
各
契
約
類
型
の
冒
頭
規
定
に
定
め
ら
れ
た
債
務
が
こ

れ
に
該
当
す
る
。
た
と
え
ば
、
買
主
の
代
金
支
払
義
務
と
売
主
の
引
渡
債
務
（
民
法
五
五
五
条
）
や
賃
借
人
の
賃
料
支
払
義
務
と
賃
貸
人

の
使
用
収
益
さ
せ
る
べ
き
義
務
（
民
法
六
○
｜
条
）
は
、
主
た
る
給
付
義
務
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
売
買
契

約
や
賃
貸
借
契
約
で
は
な
く
て
贈
与
契
約
や
使
用
貸
借
契
約
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
た
る
給
付
義
務
は
契
約
類
型
の
特
徴

を
表
し
て
お
り
、
こ
れ
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
契
約
は
他
の
契
約
類
型
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

回
従
た
る
給
付
義
務
は
、
契
約
類
型
的
で
な
い
給
付
義
務
を
い
う
。
法
律
上
規
定
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
賃
貸
人
の
修
繕
義

務
（
民
法
六
○
六
条
）
、
賃
借
人
の
用
法
義
務
（
民
法
六
一
六
条
．
五
九
四
条
）
、
賃
借
人
の
無
断
譲
渡
・
転
貸
を
し
な
い
義
務
（
民
法
六

一
二
条
）
、
競
業
避
止
義
務
（
商
法
四
八
条
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、
売
却
物
を
送
付
す
る
売

混
合
契
約
お
よ
び
複
△
一
翼
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

一
一
一

(2) 

基
本
的
債
務
の
不
履
行
と
解
除
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こ
の
よ
う
に
一
つ
の
契
約
（
基
本
契
約
）
が
締
結
さ
れ
る
と
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
義
務
・
ワ
ン
パ
ッ
ヶ
ー
ジ
と
し
て
の
義
務
（
以
下
、

基
本
的
債
務
と
い
う
）
が
い
わ
ば
包
括
的
に
契
約
当
事
者
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
契
約
当
事
者
は
特
約
に
よ
っ
て
こ
れ
を
排
除
・
修

正
し
ま
た
は
条
件
や
期
限
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
基
本
的
債
務
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
、
契
約
当
事
者
は
基
本
的
債

務
に
属
し
な
い
新
た
な
債
務
を
特
約
（
付
随
的
約
款
）
に
よ
り
追
加
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
基
本
的
債
務
と
追
加
さ
れ
た
債

務
が
一
個
の
契
約
の
中
で
併
存
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
混
合
契
約
の
類
型
に
属
す
る
。

こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
基
本
的
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
主
た
る
給
付
義
務
や
従
た
る
給
付
義

務
の
場
合
に
は
、
民
法
五
四
一
条
の
定
め
る
要
件
を
満
た
せ
ば
契
約
解
除
権
は
発
生
す
る
。
こ
れ
以
外
の
要
件
た
と
え
ば
契
約
目
的
を
達

（
則
）

成
し
得
な
い
こ
と
な
ど
は
特
に
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
従
た
る
給
付
義
務
の
中
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
従
た
る
給

付
義
務
の
不
履
行
が
必
ず
し
も
契
約
目
的
の
達
成
に
影
響
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
、
従
た
る
給
付
義
務
の
場
合
に
は
、
そ
の
不
履

行
に
も
拘
わ
ら
ず
契
約
目
的
が
な
お
達
成
し
う
る
と
き
は
、
例
外
的
に
契
約
の
解
除
権
の
発
生
は
阻
止
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
立
証
責
任

に
影
響
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
そ
の
不
履
行
に
よ
っ
て
は
契
約
目
的
の
達
成
に
何
ら
の
支
障
も
与
え
な
い
と
い
う
特
段
の

賞
し
て
認
め
ら
れ
る
。

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

一一一一

主
の
義
務
（
民
法
四
八
四
七
条
）
や
“
憾
械
の
取
扱
い
を
教
一
不
す
る
売
主
の
義
務
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
釦
）

㈹
付
随
義
務
と
は
、
履
行
藝
型
茶
権
が
認
め
ら
れ
な
い
契
約
法
上
の
義
務
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
保
管
義
務
、
忠
実
義
務
（
Ｐ
・
『
四
一
】
戯
｛
の
ロ
’

罠
。
頁
）
、
解
明
義
務
、
通
知
義
務
（
ご
旨
の
菖
目
頤
、
已
霞
Ｃ
胃
）
、
協
力
義
務
、
保
護
義
務
（
の
。
百
百
口
一
一
・
三
）
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。

付
随
義
務
は
契
約
（
交
渉
）
相
手
方
の
法
益
に
対
す
る
影
響
可
能
性
の
増
大
を
理
論
的
基
礎
と
し
、
契
約
当
事
者
の
合
意
で
は
な
く
信
義

則
を
そ
の
法
的
根
拠
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
付
随
義
務
は
、
時
間
的
に
は
契
約
締
結
前
、
契
約
の
存
続
中
さ
ら
に
は
契
約
終
了
後
に
も
一
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（
蛇
）

事
情
の
存
在
を
主
張
立
証
で
き
れ
ば
、
解
除
権
の
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

判
例
で
は
、
売
主
の
登
記
移
転
義
務
の
慨
怠
に
つ
き
、
売
買
契
約
よ
り
生
じ
た
債
務
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
買
主
の
解
除
が
認
め
ら
れ

た
（
大
判
明
治
四
四
年
二
月
一
四
日
民
録
一
七
輯
七
○
八
頁
）
。
判
例
の
結
論
に
異
論
は
な
い
が
、
売
主
の
登
記
義
務
は
引
渡
義
務
と

同
程
度
の
重
要
な
債
務
で
あ
る
か
ら
、
冒
頭
規
定
に
定
め
は
な
い
が
、
主
た
る
給
付
義
務
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
契
約
目
的
の
不
達
成
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

従
た
る
給
付
義
務
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
①
農
地
の
売
買
契
約
に
お
け
る
、
買
主
の
知
事
に
対
す
る
許
可
申
請
手
続
義
務
（
最
判

昭
和
四
二
年
四
月
六
日
民
集
一
一
一
巻
一
一
一
号
五
三
一
一
一
頁
）
、
②
家
屋
の
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
、
賃
貸
物
保
存
行
為
に
対
す
る
賃
借
人
の
忍

容
義
務
（
横
浜
地
判
昭
和
一
一
一
三
年
一
一
月
一
一
七
日
下
民
集
九
巻
一
一
号
一
一
三
三
二
頁
）
、
③
王
地
の
売
買
契
約
に
お
け
る
、
買
主
の
登
記

（
粥
）

義
務
（
東
京
地
判
昭
和
一
一
一
四
年
一
月
一
一
六
日
下
民
集
一
○
巻
一
号
一
四
一
一
一
頁
）
お
よ
び
④
買
主
の
地
租
固
定
資
産
税
の
負
担
義
務
（
最
判

昭
和
三
六
年
一
一
月
二
一
日
民
集
一
五
巻
一
○
号
二
五
○
七
頁
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
契
約
目
的
を
達
成
し
う
る
か
否
か
と

い
う
基
準
を
用
い
、
①
お
よ
び
②
は
解
除
を
肯
定
、
③
お
よ
び
④
は
解
除
を
否
定
し
た
。
結
論
的
に
は
異
な
ら
な
い
が
、
契
約
目
的
の
達

成
は
解
除
権
発
生
の
障
害
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
①
の
判
決
は
直
接
的
に
は
買
主
の
知
事
に
対
す
る
許
可
申
請
義
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
判
旨
で
は
、
所
有
擢
瀧
糧
登
記

の
申
請
も
同
列
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
買
主
の
登
記
（
引
取
）
義
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
も
解
除
を
認
め
る
趣
旨
だ
と
解
す
る
余
地
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
さ
ら
に
買
主
の
固
定
資
産
税
負
担
義
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
も
契
約
の
解
除
は
認
め
ら
れ
る
べ

き
こ
と
に
な
ろ
う
。
登
記
を
買
主
に
移
転
す
る
売
主
の
利
益
は
固
定
資
産
税
負
担
義
務
を
免
れ
る
点
に
あ
り
、
両
者
は
同
一
に
帰
す
る
か

ら
で
あ
－
６
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

一

一

一

一

一
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法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

二
四

第
二
に
、
付
随
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
給
付
義
務
・
従
た
る
給
付
義
務
と
は
異
な
り
、
民
法
五
四
一
条
の
直
接
的
な
適

用
は
な
い
と
考
え
る
。
付
随
義
務
の
場
合
、
そ
の
性
質
上
時
期
に
遅
れ
た
履
行
は
何
ら
意
味
を
有
し
な
い
か
ら
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て

履
行
を
催
告
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
民
法
五
四
一
条
を
適
用
す
る
た
め
の
前
提
は
存
在
し
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も

付
随
義
務
は
契
約
法
理
論
の
深
化
に
よ
り
判
例
・
学
説
上
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
民
法
五
四
一
条
が
当
然
に
適
用
さ

れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
解
除
権
は
契
約
上
の
給
付
義
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
付
随
義
務
違
反
に
よ
っ

て
直
接
的
に
解
除
権
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
付
随
義
務
違
反
に
よ
っ
て
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
、
契
約
関
係
の
維
持
・

継
続
が
当
事
者
に
期
待
し
得
な
い
と
給
付
義
務
の
平
面
で
評
価
さ
れ
る
場
合
に
初
め
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
契
約
目
的

を
達
成
し
得
な
い
こ
と
は
契
約
関
係
を
維
持
・
継
続
し
得
な
い
典
型
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
付
随
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
契
約
解
除
に

つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
目
的
を
達
成
し
え
な
い
こ
と
が
解
除
の
積
極
的
要
件
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
。
契
約
関
係
を
維
持
・
継
続

し
難
い
と
い
う
こ
と
は
、
継
続
的
契
約
関
係
に
お
い
て
は
明
文
上
契
約
の
解
除
事
由
の
一
つ
と
さ
れ
る
（
民
法
六
二
八
条
、
六
六
三
条
二

項
な
ど
）
。
し
か
し
、
売
買
契
約
な
ど
一
回
的
な
契
約
関
係
も
信
頼
関
係
を
基
礎
と
す
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
の

（
鋼
）

類
推
適
用
に
形
式
的
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
付
随
義
務
違
反
の
場
合
に
は
、
付
随
義
務
違
反
に
よ
っ
て
当
事
者

間
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
、
契
約
関
係
の
維
持
継
続
が
当
事
者
に
期
待
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
解
除
を
主
張
す
る
債
権
者

（
鍋
）

が
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
例
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
は
契
約
締
結
前
の
付
随
義
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
契
約
締
結
上
の
過
失
の
問
題
に
属
す

る
。
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
は
、
付
随
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
事
例
が
大
半
を
占
め
る
が
、
解
除
に
関
す
る
も
の
も
い
く
つ

か
存
在
す
る
。
都
市
計
画
法
や
指
導
要
綱
な
ど
に
よ
る
建
築
規
制
の
存
在
に
つ
い
て
の
売
主
の
説
明
義
務
違
反
を
理
由
に
土
地
の
売
買
契
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当
事
者
の
特
約
（
付
随
的
約
款
）
に
よ
り
、
新
た
な
債
務
が
基
本
的
債
務
に
追
加
さ
れ
た
場
合
、
混
合
契
約
論
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
併

行
的
結
合
の
類
型
に
該
当
す
る
。
そ
こ
で
は
、
一
般
的
に
、
基
本
的
債
務
と
追
加
さ
れ
た
債
務
の
関
係
に
基
づ
い
て
、
並
列
型
（
主
従
の

区
別
が
な
い
場
合
）
と
主
従
型
（
主
従
の
区
別
が
あ
る
場
合
）
に
分
け
ら
れ
る
。
両
者
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で

は
次
の
よ
う
な
基
準
に
よ
り
分
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
主
従
型
は
、
基
本
的
債
務
に
役
立
つ
か
、
ま
た
は
こ
れ
を
補
充
す
る

機
能
を
営
む
よ
う
な
債
務
が
追
加
さ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
追
加
さ
れ
た
債
務
は
従
た
る
給
付
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

並
列
型
は
、
追
加
さ
れ
た
債
務
が
基
本
的
債
務
に
対
し
て
従
た
る
関
係
に
立
た
な
い
、
い
わ
ば
独
自
の
機
能
・
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
場

合
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
区
別
の
基
準
を
採
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
判
断
は
基
本
的
債
務
と
追
加
さ
れ
た
債
務
の
関
係
に
基
づ
い
て
客
観

的
に
な
さ
れ
る
。
当
事
者
の
意
思
は
、
追
加
さ
れ
た
債
務
の
契
約
全
体
に
お
け
る
重
要
性
な
い
し
そ
の
不
履
行
が
契
約
全
体
に
影
響
を
及

（
調
）

ぼ
す
程
度
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

併
行
的
結
合
と
は
こ
の
よ
う
に
契
約
当
事
者
の
一
方
が
二
個
以
上
の
給
付
を
負
担
す
る
場
合
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
債
務

者
が
本
来
的
な
給
付
義
務
と
並
ん
で
他
の
給
付
を
負
担
す
る
場
合
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
判
例
を
仔
細
に
み
る
と
、
債
権

者
が
対
価
的
給
付
と
並
ん
で
他
の
給
付
を
負
担
す
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。
二
個
以
上
の
給
付
を
負
担
す
る
者
が
債
務
者
か
ま
た
は
償

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

二
五

（
鍋
）

約
の
解
除
を
認
め
た
事
例
の
他
に
、
居
室
か
ら
の
眺
望
に
つ
い
て
の
売
主
の
説
明
義
務
違
反
を
理
串
因
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
契
約
の
解
除

（
初
）

を
肯
定
し
た
Ｊ
ら
の
が
あ
る
。
ま
た
、
売
主
が
宅
建
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
宅
建
業
法
に
よ
る
重
要
事
項
説
明
義
務
は
不
動
産
売
買
契
約
上

（
鍋
）

の
一
元
主
の
債
務
た
る
の
性
質
を
有
す
る
と
し
て
、
契
約
解
除
を
肯
定
し
た
事
例
も
み
ら
れ
る
。

(3) 

混
合
契
約
の
類
型
と
解
除

Hosei University Repository



な
お
、
混
合
契
約
論
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
対
向
的
結
合
の
類
型
は
、
対
価
的
給
付
が
他
の
類
型
に
属
す
る
給
付
に
置
き
換

え
ら
れ
た
場
合
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
対
向
型
で
は
、
対
価
的
給
付
自
体
は
他
の
給
付
に
置
き
換
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
で
、
基
本
的
債
務
に
変
更
は
な
い
が
、
対
価
的
給
付
と
並
ん
で
他
の
給
付
を
も
負
担
す
る
点
で
併
行
的
結
合
の
類
型
に
属
す
る
。

㈲
並
列
型
た
と
え
ば
、
金
銭
の
支
払
を
反
対
給
付
と
す
る
食
事
と
住
居
の
供
与
、
買
主
に
運
転
の
講
習
を
行
う
と
い
う
義
務
の
引
受

（
㈹
）

を
伴
う
車
両
の
売
買
、
乗
務
員
と
一
緒
に
な
す
船
の
賃
貸
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
引
き
渡
す
べ

（
佃
）

き
義
務
を
伴
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
売
買
や
不
動
産
を
共
有
持
分
に
小
口
化
し
、
顧
客
に
分
譲
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
か
ら
賃
借
す
る
契

（
妃
）

（
伯
）

約
、
ケ
ア
付
き
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
契
約
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

〈
柵
）

こ
の
類
型
に
属
す
る
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
、
末
弘
説
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
甲
の
反
対
給
付
が
乙
の
各
給
付
の
価
格

に
応
じ
て
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
各
給
付
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
契
約
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
。
一
つ
の
典
型
契

約
の
規
定
に
基
づ
い
て
契
約
消
滅
の
原
因
が
生
じ
た
場
合
に
そ
の
効
果
が
契
約
の
全
部
に
及
ぶ
か
、
当
該
の
一
部
分
に
と
ど
ま
る
か
は
、

当
事
者
の
意
思
解
釈
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
当
事
者
の
意
思
が
不
明
の
と
き
は
、
む
し
ろ
全
部
に
及
ぶ
。
も
っ
と
も
、
乙
の
各
給
付
の
結

合
全
体
が
有
す
る
独
立
的
価
値
に
対
す
る
特
別
の
反
対
給
付
を
甲
の
給
付
が
包
含
す
る
場
合
に
は
、
契
約
全
部
に
及
ぶ
と
解
す
べ
き
で
あ

（
縞
）

る
。
ま
た
、
甲
の
反
対
給
付
が
分
割
で
き
な
い
場
〈
□
に
も
、
同
様
に
、
契
約
全
部
に
及
ぶ
と
い
う
。
鳩
山
説
は
、
数
個
の
給
付
中
一
個
に

つ
い
て
給
付
不
能
を
生
じ
た
場
合
に
全
部
の
契
約
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
す
べ
き
や
否
や
は
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
契
約
の
趣
旨
を

標
準
と
し
て
解
釈
す
る
外
な
し
と
す
る
。

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

一一一ハ

権
者
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
考
慮
す
べ
き
事
情
は
異
な
り
う
る
か
ら
、
こ
の
類
型
を
並
列
型
・
主
従
型
と
は
区
別
し
て
、
対
向
型
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
い
。
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こ
の
よ
う
に
契
約
を
全
部
解
除
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
は
分
か
れ
る
が
、
給
付
相
互
間
の
客
観
的
な
結
合
関
係
か
ら
す
る
と
、

契
約
全
部
の
解
除
は
原
則
的
に
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
各
給
付
は
独
立
的
な
意
義
を
有
し
、
残
給
付
が
無
意
味
だ
と
は
い
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
次
の
場
合
に
は
例
外
的
に
全
部
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
複
数
の
給
付
が
い
わ
ば
不
可
分
的
に
結
合
し
て
い
る
場
合
す
な
わ
ち
一
部
の
給
付
で
は
無
意
味
で
あ
る
か
ま
た
は
契
約

目
的
を
達
成
し
え
な
い
場
合
に
は
、
不
可
分
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
と
同
視
し
て
、
給
付
の
一
部
不
履
行
を
理
由
に
全
部
の
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
契
約
で
は
、
同
時
的
な
履
行
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
の
給
付
も
履
行
さ
れ
な

け
れ
ば
全
体
と
し
て
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
不
可
分
給
付
と
同
視
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
乗
務
員
と
一
緒
に
な
す
船
の
賃

貸
や
ケ
ア
付
き
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
な
ど
の
事
例
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
当
事
者
が
一
個
の
契
約
で
複
数
の
給
付
を
合
意
し
た
趣

旨
か
ら
す
る
と
、
実
際
的
に
は
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
。

第
二
に
、
複
数
の
給
付
が
時
系
列
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
買
主
に
運
転
の
講
習
を
行
う
と
い
う
義
務
の
引
受

を
伴
う
車
両
の
売
買
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
車
両
の
引
渡
と
い
う
最
初
の
給
付
が
不
履
行
の
と
き
は
、
運
転
の
講
習
は
不
可
能
に
な
る
か

ら
、
契
約
は
全
部
解
除
で
き
る
。
ま
た
、
車
両
は
引
き
渡
さ
れ
た
が
、
運
転
の
講
習
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
車
両
の
引
渡
だ
け
で

（
媚
）

は
何
ら
意
味
を
有
し
な
い
と
き
に
限
り
、
契
約
を
全
部
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
動
産
の
共
有
持
分
の
売
買
と
賃
貸
借
の
事
例
（
不

動
産
小
口
化
商
品
の
事
例
）
は
、
複
数
の
給
付
の
結
合
と
い
う
よ
り
も
、
複
数
の
基
本
的
債
務
の
結
合
と
い
う
点
で
特
殊
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

（
灯
）

⑪
主
従
型
た
と
え
ば
、
賃
貸
人
に
よ
る
週
毎
の
清
掃
を
伴
う
部
屋
の
賃
貸
、
取
付
義
務
を
伴
う
機
械
の
一
元
買
な
ど
で
あ
る
。

（
組
）

で
は
、
付
帯
設
備
を
建
設
し
て
利
用
さ
せ
る
べ
き
義
務
を
伴
う
ゴ
ル
フ
場
の
入
会
契
約
が
こ
の
例
で
あ
る
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

二
七

わ
が
国
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法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

二
八

こ
れ
ら
の
契
約
で
は
、
基
本
的
債
務
の
不
履
行
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
場
ム
ロ
に
は
、
契
約
は
全
部
消
滅
す
る
。
従
た
る
追
加
的
給
付

は
基
本
的
債
務
の
存
続
を
前
提
と
し
、
独
自
的
な
存
在
意
義
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
記
の
事
例
で
、
部
屋
の
賃
貸
借
が

解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
当
然
に
清
掃
義
務
も
消
滅
す
る
。
ま
た
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
関
係
が
解
除
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
付
帯
施
設
利

用
関
係
も
当
然
に
消
滅
す
る
。
｝
」
の
点
で
、
並
列
型
と
は
異
な
る
。

逆
に
、
従
た
る
追
加
的
給
付
が
履
行
さ
れ
な
い
と
き
は
、
契
約
の
全
部
解
除
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
従
た
る
追
加

的
給
付
が
本
来
の
基
本
的
給
付
と
い
わ
ば
不
可
分
的
に
繕
苔
し
て
い
る
場
合
に
は
、
不
可
分
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
に
準
じ
て
、
従
た

る
追
加
的
給
付
の
不
履
行
に
よ
り
契
約
全
部
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
従
た
る
追
加
的
給
付
が
実
現
さ
れ
な
い
こ

と
に
よ
り
本
来
の
基
本
的
給
付
が
無
意
味
と
な
る
か
あ
る
い
は
契
約
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
、
さ
ら
に
、
契
約
当
事
者
が
従
た
る
追

加
的
給
付
を
重
要
視
し
、
本
来
的
な
給
付
と
従
た
る
追
加
的
な
給
付
の
双
方
の
履
行
が
不
可
欠
だ
と
い
う
趣
旨
で
契
約
し
た
場
合
に
も
全

部
解
除
し
う
る
。
こ
の
後
者
の
例
と
し
て
は
、
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
が
参
考
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ホ
テ
ル
等
の
施
設
が
設
置
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
入
会
契
約
を
解
除
し
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
ホ
テ
ル
等
の
施
設
が
設
置
さ
れ
な
く
と

も
、
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
大
き
な
影
響
は
な
い
。
し
か
し
、
会
員
募
集
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
記
載
や
入
会
金
お
よ
び
預
託
金
の
額
が
高
額

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
ホ
テ
ル
等
の
施
設
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
、
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
と
ホ
テ
ル
等
の
利
用
の
双
方
を
提

供
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
契
約
は
併
存
型
に
組
み
入
れ
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ホ
テ
ル
等
の
施
設
の
利
用
は
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
補
充
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
点
で
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

何
対
向
型
債
権
者
が
対
価
的
な
給
付
義
務
と
並
ん
で
他
の
給
付
を
負
担
す
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
建
物
の
賃
貸
に
際
し
て
賃

借
人
は
当
該
建
物
を
賃
貸
人
の
専
属
下
請
工
場
と
し
て
使
用
し
、
他
の
業
者
の
注
文
に
よ
る
仕
事
を
し
な
い
旨
の
特
約
、
映
画
の
フ
ィ
ル

Hosei University Repository



ム
の
賃
貸
に
際
し
て
、
他
の
会
社
か
ら
映
画
用
フ
ィ
ル
ム
を
賃
借
し
映
写
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
の
特
約
、
あ
る
い
は
、
賃
借
人
が
固

定
資
産
税
を
負
担
す
る
特
約
な
ど
、
そ
の
例
は
多
い
。

こ
の
類
型
で
は
、
反
対
給
付
（
対
価
的
給
付
）
が
完
全
に
履
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
追
加
的
な
他
の
給
付
の
不
履
行
を
理
由
と
し

て
契
約
を
全
部
解
除
す
る
こ
と
は
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
例
外
的
に
全
部
解
除
が
肯
定
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
当
該
給
付
が
実
質
的
に
対
価
的
な
反
対
給
付
の
一
部
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
契
約
を
全
部
解
除
し
う
る
。
た
だ
し
、

そ
の
金
額
が
僅
少
な
と
き
は
、
信
義
則
に
よ
り
解
除
権
は
制
限
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
福
岡
高
判
昭
和
三
一
年
六
月
一
八
日
（
下
民
集

七
巻
六
号
一
五
七
八
頁
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
賃
借
人
に
固
定
資
産
税
を
負
担
さ
せ
る
特
約
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
賃

貸
人
が
当
該
家
賃
以
外
に
さ
し
た
る
収
入
も
な
い
経
済
状
況
に
あ
り
、
生
計
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
憂
慮
せ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
調

停
に
お
い
て
右
特
約
が
付
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
右
特
約
は
賃
料
支
払
い
義
務
と
同
視
し
得
べ
き
主
要
部
分
を
構
成
す
る

と
さ
れ
た
。
ま
た
、
最
判
昭
和
五
九
年
四
月
二
○
日
（
民
集
三
八
巻
六
号
六
一
○
頁
）
は
、
更
新
料
の
不
払
い
に
関
し
て
、
更
新
料
が
将

来
の
賃
料
の
一
部
な
ど
の
性
質
を
有
す
る
場
合
に
は
、
更
新
料
の
支
払
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
判
昭
和
一
三
年
九
月
三
○
日
（
民
集
一
七
巻
一
七
七
五
頁
）
は
、
土
地
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、

代
金
完
済
前
の
公
租
公
課
を
買
主
に
負
担
さ
せ
る
と
い
う
特
約
に
つ
い
て
、
付
随
的
債
務
で
あ
る
と
し
て
そ
の
不
履
行
に
よ
る
解
除
を
認

め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
代
金
完
済
（
登
記
の
移
転
）
後
と
は
異
な
り
、
代
金
完
済
前
の
公
租
公
課
は
代
金
の
一
部
と
し
て
の
性
質
を
持

つ
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
対
価
的
な
反
対
債
権
を
確
保
す
る
た
め
の
特
約
も
同
様
に
解
さ
れ
る
。
最
判
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
（
民
集
二
二
巻
二
号
二

八
一
頁
）
は
、
土
地
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
代
金
完
済
ま
で
は
当
該
土
地
の
上
に
建
物
等
を
築
造
し
な
い
旨
の
特
約
が
な
さ
れ
た
場
合
、

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

二
九
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賃
貸
借
契
約
以
外
の
継
続
的
な
契
約
関
係
に
お
い
て
も
、
当
該
特
約
違
反
に
よ
り
契
約
関
係
を
維
持
・
継
続
し
が
た
い
と
判
断
さ
れ
る

場
合
に
は
、
同
様
に
契
約
解
除
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
返
還
す
べ
き
義
務
を
負
う
特
殊
な
容
器
に
よ
る
物
の
継
続

第
三
に
、
継
続
的
契
約
関
係
に
お
い
て
、
当
該
特
約
違
反
に
よ
り
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
、
あ
る
い
は
契
約
関
係
を
維
持
・
継
続
し
難

い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
の
全
部
解
除
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
地
上
建
物
の
大
改
修
工
事
を
な
す
場
合
に
は
賃
貸
人
の

（
認
）

同
意
を
得
べ
き
」
曰
の
特
約
が
な
さ
れ
た
土
地
の
賃
貸
借
契
約
や
、
当
該
家
屋
を
賃
貸
人
の
専
属
下
請
工
場
と
し
て
使
用
し
、
他
の
業
者
の

（
鍋
）

注
文
に
よ
る
仕
事
を
し
な
い
』
曰
の
特
約
が
付
さ
れ
た
建
物
の
賃
貸
借
契
約
、
賃
借
人
が
粗
暴
な
言
動
を
用
い
た
り
、
濫
り
に
他
人
と
抗
争

し
た
り
、
あ
る
い
は
他
人
を
扇
動
し
て
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
秩
序
を
乱
し
た
り
す
る
こ
と
等
の
禁
止
特
約
が
付
さ
れ
た
シ
ョ
ッ
ピ

（
別
）

ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
各
部
分
の
賃
貸
借
契
約
な
ど
で
は
、
そ
の
特
約
違
反
に
よ
り
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
》
え
る
場
合
に
契
約
を
解
除

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

三
○

代
金
の
完
全
な
支
払
の
確
保
の
た
め
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
し
て
、
そ
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
を
認
め
た
。

第
二
は
、
当
該
特
約
の
実
現
が
契
約
継
続
の
条
件
と
同
じ
程
度
に
強
い
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
映
画
用

フ
ィ
ル
ム
の
賃
貸
借
契
約
あ
る
い
は
フ
ィ
ル
ム
・
器
械
お
よ
び
技
手
を
提
供
し
て
映
写
を
な
す
と
い
う
請
負
契
約
に
お
い
て
、
他
の
者
か

（
鯛
）

ら
フ
ィ
ル
ム
を
賃
借
し
ま
た
は
映
写
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「
｛
曰
家
の
写
真
発
展
と
い
う
目
的
」
か
ら
考

（
印
）

え
て
、
契
約
継
続
の
条
件
と
同
程
度
の
強
い
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
売
却
し
た
土
地
を
一
般
人
の
通
路
と

（
印
）

し
て
使
用
さ
せ
る
特
約
が
付
さ
れ
た
場
〈
ロ
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
利
用
に
つ
き
長
期
の
拘
束
に
服
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
当

該
義
務
の
存
続
期
間
や
義
務
違
反
の
時
期
、
売
買
契
約
締
結
後
の
諸
事
情
の
変
化
な
ど
に
よ
り
そ
の
拘
束
力
の
程
度
が
判
断
さ
れ
る
べ
き

で
き
る
。

で
あ
ろ
う
。
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的
供
給
契
約
に
お
い
て
、
容
器
の
反
復
的
な
不
返
還
に
よ
り
契
約
関
係
を
維
持
・
継
続
し
難
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
浜
田
稔
「
付
随
的
償
務
の
不
履
行
と
解
除
」
契
約
法
大
系
Ｉ
（
昭
和
三
七
年
）
三
○
七
頁
以
下
。

（
２
）
於
保
不
二
雄
「
判
批
」
民
商
四
六
巻
五
号
（
昭
和
三
七
年
）
二
四
頁
は
約
定
解
除
権
の
合
意
以
外
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
か
は
疑
問
と
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
枡
田
文
郎
「
判
解
」
暫
時
一
四
巻
二
号
（
昭
和
三
七
年
）
二
四
二
頁
は
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
よ
り
契
約
目
的
の
一
つ
が
達
成
さ
れ
な
い

場
合
や
付
随
的
債
務
の
履
行
が
契
約
の
要
素
を
な
す
債
務
の
履
行
の
前
提
要
件
と
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
が
「
特
段
の
事
燗
」
に
あ
た
る
と
す
る
。

（
３
）
大
判
大
正
七
年
二
月
一
七
日
新
聞
一
三
八
八
号
二
九
頁
。

（
４
）
最
判
昭
和
四
二
年
四
月
六
日
民
集
二
一
巻
三
号
五
一
一
一
三
頁
。

（
５
）
最
判
平
成
一
一
年
一
一
月
三
○
日
判
時
一
七
○
一
号
六
九
頁
。

（
６
）
末
弘
厳
太
郎
『
債
権
各
論
』
（
第
五
版
・
大
正
九
年
）
二
四
二
頁
。
な
お
、
石
坂
音
四
郎
「
判
批
」
京
都
法
学
会
雑
誌
九
巻
七
号
（
大
正
三
年
）
一
一
三

頁
は
、
契
約
の
解
除
は
契
約
よ
り
生
じ
た
「
主
た
る
義
務
」
の
不
履
行
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
、
「
従
た
る
義
務
」
の
不
履
行
の
場
合
に
は
そ
の
適
用
は
な

い
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
要
素
た
る
債
務
」
と
い
う
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

（
７
）
鳩
山
秀
夫
『
日
本
俄
権
法
各
論
上
巻
』
（
大
正
一
三
年
）
二
○
九
頁
以
下
。

（
８
）
和
田
千
一
『
判
例
契
約
解
除
法
上
巻
』
（
再
版
・
昭
和
二
五
年
、
な
お
、
初
版
は
昭
和
一
二
年
）
四
○
五
頁
。

（
９
）
柚
木
馨
『
債
権
各
論
（
契
約
総
論
）
」
（
昭
和
三
一
年
）
二
四
一
頁
以
下
、
内
田
力
蔵
「
判
批
」
判
例
民
事
法
昭
和
一
一
一
一
年
度
四
一
一
一
一
頁
以
下
。

（
、
）
鈴
木
重
信
「
判
解
」
暫
時
二
○
巻
五
号
（
昭
和
四
三
年
）
一
五
三
頁
。

（
Ⅱ
）
柚
木
馨
・
前
掲
注
（
９
）
二
四
二
頁
。

（
胆
）
浜
田
稔
・
前
掲
注
（
１
）
三
一
六
頁
。

（
⑬
）
末
川
博
『
契
約
法
上
（
総
論
）
』
（
昭
和
三
三
年
）
’
四
八
頁
は
、
「
そ
の
不
履
行
に
よ
っ
て
契
約
を
し
た
目
的
の
達
成
が
妨
げ
ら
れ
る
程
の
重
要
さ
を
有

す
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
双
務
契
約
の
場
合
に
は
、
対
価
的
な
意
味
を
有
す
る
債
務
は
履
行
さ
れ
て
、
た
だ
派
生
的
も
し
く
は
付
従
的
な
債

務
に
つ
い
て
の
み
不
履
行
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
解
除
で
き
な
い
と
す
る
。
松
坂
佐
一
『
民
法
提
要
俄
権
各
藝
裡
（
昭
和
四
二
年
）
五
四
頁
も
こ
れ
と

同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
両
者
を
同
一
に
解
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

一一一一
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（
躯
）
好
美
清
光
「
契
約
の
解
除
の
効
力
－
１
と
り
わ
け
双
務
契
約
を
中
心
と
し
て
」
現
代
契
約
法
大
系
第
二
巻
（
昭
和
五
九
年
）
’
七
九
頁
以
下
。

（
”
）
山
田
到
史
子
「
契
約
解
除
に
お
け
る
『
重
大
な
契
約
違
反
」
と
帰
責
事
由
」
（
二
）
民
商
二
○
巻
三
号
（
平
成
六
年
）
四
八
八
頁
以
下
。

（
躯
）
潮
見
佳
男
『
俄
権
総
論
』
（
平
成
六
年
）
二
五
六
頁
以
下
、
二
六
○
頁
以
下
。
な
お
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
ｖ
（
契
約
法
）
』
（
平
成
一
○
年
）
八
四
頁

は
、
履
行
遅
滞
と
い
う
客
観
的
契
約
侵
警
ｌ
契
約
の
本
質
的
侵
害
な
い
し
重
大
な
契
約
違
反
ｌ
が
あ
れ
ば
発
生
し
、
そ
の
客
観
的
侵
害
は
「
当
該
繊
務
不

履
行
の
た
め
に
契
約
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
客
観
的
要
件
は
履
行
不
能
や
不
完
全
履
行
な

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

一一一一一

〈
雌
）
永
田
菊
四
郎
『
新
民
法
要
義
第
三
巻
下
（
憤
権
各
論
）
』
（
昭
和
三
四
年
）
七
九
頁
以
下
。

両
）
な
お
、
石
田
文
次
郎
『
債
梅
各
論
』
（
昭
和
二
七
年
）
四
四
頁
も
、
付
随
的
債
務
の
不
履
行
の
た
め
価
権
者
が
契
約
を
な
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
能
わ

ざ
る
場
合
に
は
解
除
権
の
発
生
を
認
め
て
差
し
支
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
「
付
随
的
債
務
」
と
は
契
約
の
付
随
約
款
に
基
づ
く
債
務
を
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
本
文
の
付
随
的
債
務
と
は
異
な
る
。

（
焔
）
山
中
康
雄
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
（
、
）
』
（
昭
和
三
八
年
）
三
五
頁
。

（
Ⅳ
）
松
本
暉
男
「
判
批
」
不
動
産
判
例
百
選
（
昭
和
五
二
年
）
一
二
八
頁
。

（
凪
）
小
野
剛
「
付
随
的
償
務
の
不
履
行
と
契
約
の
解
除
」
判
夕
四
九
四
号
（
昭
和
五
八
年
）
一
九
頁
。

（
旧
）
本
田
純
一
『
契
約
規
範
の
成
立
と
範
囲
』
（
平
成
二
年
）
二
一
八
頁
。

（
型
森
泉
章
『
契
約
法
総
論
』
（
平
成
三
年
）
’
九
九
頁
。

（
皿
）
村
上
淳
一
「
判
批
」
法
協
八
○
巻
六
号
（
昭
和
三
九
年
）
八
七
一
頁
。

（
犯
）
も
っ
と
も
、
「
要
素
た
る
俄
務
」
と
「
付
随
的
償
務
」
は
解
除
の
主
張
立
証
寅
任
に
関
し
て
異
な
る
か
ら
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
性
が
全
く
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
解
除
の
主
張
立
証
資
任
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
注
（
旧
）
一
九
頁
参
照
。

（
羽
）
三
宅
正
男
『
契
約
法
（
総
論
）
』
（
昭
和
五
三
年
）
一
六
六
頁
。

（
跳
）
山
下
末
人
・
谷
口
知
平
『
注
釈
民
法
（
旧
）
』
（
昭
和
四
一
年
）
三
七
二
頁
以
下
、
山
下
末
人
『
新
版
注
釈
民
法
（
旧
）
』
（
平
成
八
年
）
六
六
五
頁
以
下
。

弱
）
国
際
統
一
売
買
法
に
お
け
る
解
除
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
達
徳
「
「
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
」
（
Ｃ
ｌ
Ｓ
Ｇ
）
に
お
け
る
契
約
違
反
の
櫛
造
」
商
学
討
究
四
一
巻

四
号
（
平
成
三
年
）
’
○
九
頁
以
下
、
同
ヨ
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
』
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
）
に
お
け
る
契
約
目
的
の
実
現
と
、
契
約
か
ら
の
離
脱
」
商
学
討
究
四
二
巻

一
号
（
平
成
三
年
）
一
七
七
頁
以
下
、
四
三
巻
一
・
二
合
併
号
〈
平
成
四
年
）
’
三
一
頁
以
下
、
石
崎
泰
雄
「
瑠
疵
担
保
褒
任
と
償
務
不
履
行
寅
任
と
の
統
合

理
論
ｌ
ウ
ィ
ー
ン
国
遡
売
買
条
約
・
ド
イ
ツ
繊
務
法
改
正
殿
終
草
案
に
お
け
る
理
論
徽
成
」
早
稲
田
法
学
七
○
巻
三
号
（
平
成
七
年
一
二
七
三
頁
以
下
な
ど

参
照
。

Hosei University Repository



ど
を
含
め
た
解
除
権
の
統
一
的
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
点
で
、
こ
こ
で
述
べ
た
学
説
と
は
異
な
る
。

（
閉
）
拙
著
『
安
全
配
慮
義
務
と
契
約
資
任
の
拡
張
』
（
平
成
五
年
）
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

（
釦
）
こ
こ
で
い
う
付
随
義
務
は
「
要
素
た
る
俄
務
」
に
対
応
す
る
「
付
随
的
償
務
」
と
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

訂
）
「
重
大
な
契
約
違
反
」
を
解
除
の
要
件
と
す
る
見
解
で
も
、
主
た
る
給
付
に
つ
き
、
催
告
後
相
当
期
間
内
に
履
行
さ
れ
な
い
と
き
は
、
重
大
な
契
約
違
反

の
最
た
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
潮
見
・
前
掲
注
（
躯
）
二
六
三
頁
参
照
。

（
躯
）
契
約
解
除
の
主
張
立
証
責
任
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
注
（
四
一
九
頁
参
照
。

（
鍋
）
東
京
地
判
昭
和
二
七
年
二
月
二
七
日
下
民
築
三
巻
二
号
二
一
一
一
○
頁
も
買
主
の
租
税
負
担
義
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
判
例
は
一
般
論
と
し
て
買
主
の
他

の
義
務
が
す
で
に
履
行
せ
ら
れ
又
は
発
生
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
買
主
の
租
税
負
担
義
務
の
履
行
遅
滞
を
理
由
に
売
買
契
約
そ
の
も
の
を
解
除
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
が
、
当
該
事
例
で
は
、
買
主
の
義
務
不
履
行
は
な
い
と
し
た
。

（
鋼
）
拙
著
・
前
掲
注
（
翌
七
四
頁
参
照
。

（
銅
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
注
（
旧
）
’
九
頁
が
付
随
的
債
務
の
不
履
行
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
参
考
と
な
る
。

（
鋼
）
大
阪
高
判
昭
和
五
八
年
七
月
一
九
日
判
時
一
○
九
九
号
五
九
頁
、
東
京
高
判
平
成
二
年
一
月
二
五
日
金
商
八
四
五
号
一
九
頁
、
東
京
地
判
平
成
九
年
一
月

二
八
日
判
時
一
六
一
九
号
九
三
頁
な
ど
。

（
Ｗ
）
大
阪
高
判
平
成
二
年
九
月
一
七
日
判
夕
’
○
五
一
号
二
八
六
頁
。

（
鋼
）
東
一
足
圖
判
昭
和
五
二
年
一
一
一
月
三
一
日
判
時
八
五
八
号
六
九
頁
・
判
夕
三
五
五
号
二
八
三
頁
。

（
鍋
）
こ
れ
と
は
異
な
り
、
三
潴
信
一
一
一
「
混
成
契
約
ノ
奨
類
及
上
解
釈
」
法
協
三
一
巻
六
号
（
大
正
二
年
）
七
三
頁
は
、
ま
ず
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
て
決
す
べ

く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
決
し
難
き
と
き
は
、
契
約
当
時
の
事
悩
を
考
察
し
て
客
観
的
に
決
す
る
他
は
な
い
と
す
る
。

（
仰
）
ご
駒
一
・
》
切
菌
巨
昌
口
函
の
『
ヘ
Ｆ
○
三
一
②
。
。
．
【
◎
ヨ
ョ
の
員
。
『
Ｎ
Ｅ
ヨ
ロ
の
、
国
・
」
⑫
①
函
。
③
⑭
＆
一
両
・
Ｚ
『
・
題
壹
の
．
ｓ
・

〈
剣
）
東
京
地
判
昭
和
五
九
年
一
月
三
○
日
判
夕
五
二
一
一
一
号
一
七
五
頁
。

（
蝿
）
東
京
地
判
平
成
四
年
七
月
二
七
日
判
時
一
四
六
四
号
七
六
頁
（
全
部
の
解
除
を
肯
定
）
お
よ
び
こ
れ
の
控
訴
審
で
あ
る
墓
泉
高
判
平
成
五
年
七
月
一
三
日

金
法
一
三
九
二
号
四
五
頁
（
売
買
契
約
の
解
除
を
否
定
）
。
松
本
恒
雄
「
不
動
産
の
証
券
化
と
小
口
不
動
産
投
資
」
法
七
四
八
二
号
（
平
成
七
年
）
九
九
頁
お

よ
び
北
村
賞
「
判
研
」
法
時
六
九
巻
一
二
号
（
平
成
九
年
）
一
○
五
頁
な
ど
は
控
訴
審
の
判
断
を
疑
問
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
事
例
は
二
個
の
契
約
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
複
合
契
約
の
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
検
討
す
る
。

（
蛆
）
東
京
高
判
平
成
一
○
年
七
月
二
九
日
判
時
一
六
七
六
号
五
五
頁
。
但
し
、
ケ
ァ
サ
ー
ビ
ス
上
の
債
務
不
履
行
は
な
い
と
さ
れ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
契
約

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

一一一一一一
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は
で
き
な
い
と
判
示
す
る
。

（
型
）
岐
判
昭
和
五
○
年
二
口

（
妃
）
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
等
の
未
完
成
の
場
合
に
、
鬼
尿
高
判
平
成
九
年
七
月
二
二
日
判
時
一
六
二
八
号
二
一
一
一
頁
は
ゴ
ル
フ
入
会
契
約
の
解
除
を
否
定
。
ま
た
、

高
級
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
等
の
設
備
の
未
整
鯛
の
場
合
に
、
東
京
高
判
平
成
九
年
八
月
二
一
日
判
時
一
六
三
四
号
七
七
頁
は
解
除
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
上
告
審

で
あ
る
般
判
平
成
一
一
年
一
一
月
三
○
日
判
時
一
七
○
一
号
六
九
頁
は
解
除
の
余
地
を
認
め
た
。
東
京
高
判
平
成
九
年
一
一
一
月
一
一
四
日
金
商
一
○
五
四
号
二
三

頁
は
、
同
様
の
事
例
に
お
い
て
解
除
を
肯
定
し
た
。

（
⑫
）
大
判
大
正
七
年
二
月
一
七
日
法
律
新
聞
一
三
八
八
号
二
九
頁
は
、
報
酬
金
取
得
の
目
的
を
達
す
る
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
従
と
す
る
所
な
る
に
せ

よ
、
そ
の
特
約
に
よ
っ
て
達
し
よ
う
と
欲
し
た
自
家
の
写
真
発
展
と
い
う
目
的
は
達
成
で
き
な
い
と
し
て
、
解
除
を
肯
定
。
こ
れ
の
原
審
で
あ
る
璽
泉
控
判
大

正
六
年
二
月
二
六
日
法
律
新
聞
一
二
五
二
号
二
六
頁
お
よ
び
重
泉
控
判
大
正
四
年
一
一
一
月
一
一
八
日
法
律
新
聞
一
○
九
一
号
一
七
頁
は
、
請
負
代
金
や
質
料
債
権

に
は
何
ら
消
長
を
き
た
さ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
解
除
を
否
定
し
た
。

（
印
）
三
宅
・
前
掲
注
（
羽
）
一
六
七
頁
は
、
賃
借
人
の
任
意
の
取
引
抑
止
を
衝
貸
借
継
続
の
条
件
と
す
る
の
が
こ
の
特
約
の
趣
旨
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
特
約
を
常
に
条
件
と
認
定
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

（
副
）
大
阪
地
判
昭
和
三
三
年
六
月
九
日
下
民
巣
九
巻
六
号
一
○
二
四
頁
〈
梅
利
濫
用
に
よ
り
解
除
否
定
）
。

（
卵
）
大
判
昭
和
一
三
年
六
月
二
一
日
民
集
一
七
巻
一
二
六
一
一
一
頁
○
こ
れ
は
、
当
該
特
約
は
土
地
賃
貸
借
契
約
の
主
要
な
る
内
容
を
組
成
す
る
こ
と
、
迎
反
し
た

賃
借
人
と
従
前
の
賃
貸
借
関
係
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
対
人
信
用
に
基
づ
き
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
賃
貸
人
の
利
益
を
無
視
す
る
も

の
だ
と
し
て
、
契
約
解
除
を
肯
定
し
た
。
こ
の
判
例
は
、
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理
が
形
成
さ
れ
る
前
の
も
の
で
あ
る
。

（
開
）
名
古
屋
地
判
昭
和
二
八
年
一
○
月
二
二
日
下
民
集
四
巻
一
○
号
一
五
二
六
頁
。
権
利
濫
用
を
理
由
に
解
除
を
否
定
。
も
っ
と
も
、
特
約
に
違
反
し
て
他
の

者
の
仕
事
を
引
き
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
賃
貸
人
が
賃
貸
借
を
継
続
し
難
い
程
の
損
害
を
被
っ
た
と
か
あ
る
い
は
信
頼
関
係
を
裏
切
ら
れ
た
と
か
い
う
こ
と

②
Ｐ
ｍ
Ｄ
の
勲

（
妃
）
テ
一

法
堂
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

三
四

の
解
除
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
“
）
末
弘
・
前
掲
注
（
６
）
二
八
八
頁
以
下
参
照
。

（
妬
）
鵡
山
秀
夫
『
日
本
繍
稽
法
各
論
下
巻
』
（
大
正
一
三
年
）
七
四
六
頁
参
照
。

（
妬
）
く
い
一
・
・
○
の
『
ロ
苣
巨
ず
の
円
・
ロ
、
⑩
、
○
弓
巳
口
ぐ
の
『
豈
些
曰
一
の
。
］
②
９
．
⑫
．
］
⑤
黛
戸
・

（
〃
）
ご
胸
一
・
・
の
。
③
『
侭
の
｜
ヘ
ミ
（
）
一
｛
・
【
Ｃ
ヨ
ョ
の
口
冨
『
碗
巨
ヨ
ロ
の
ロ
ロ
ニ
・
い
］
噂
・
毎
口
国
ｊ
』
④
ｇ
・
⑫
９
口
宛
。
ｚ
『
・
畠
［
【
。
．
⑫
』
』
副
【
［
・
・
の
国
巨
旦
冒
、
の
『
へ
伊
貸
員
の
○
戸
囚
四
○
・
・
宛
。
ｚ
『
。

鹸
判
昭
和
五
○
年
二
月
二
○
日
民
巣
二
九
巻
二
号
九
九
頁
（
信
頼
関
係
の
破
壊
を
認
め
、
契
約
解
除
を
肯
定
）
。
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同
一
の
契
約
当
事
者
間
に
お
い
て
、
あ
る
取
引
に
関
連
し
て
複
数
の
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
一
つ
の
契
約
が
履
行
さ
れ
な
い
と
き
、

他
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
民
法
五
四
一
条
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
否
定
さ
れ
る
。
同
条
は
解
除
さ
れ

る
契
約
に
つ
い
て
債
務
不
履
行
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
複
数
の
契
約
の
結
合
が
極
め
て
強
固
な
と
き

は
解
除
を
認
め
る
ほ
う
が
一
般
的
感
覚
に
ビ
ッ
ク
リ
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
解
除
を
法

的
に
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
判
例
と
し
て
は
、
不
動
産
小
口
化
商
品
の
解
約
に
関
す
る
下
級
審

判
決
と
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
が
あ
げ
ら
れ
る
。
学
説
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
こ
の
問
題
を
論
じ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
近
時
、
後
者
の
最
高
裁
判
決
が
注
目
を
集
め
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、

判
例
の
事
案
を
基
礎
と
し
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

不
動
産
の
小
口
化
商
品
の
解
約
が
争
わ
れ
た
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｙ
は
持
分
所
有
形
式
に
よ
る
ホ
テ
ル
の

小
口
分
譲
販
売
会
社
で
あ
り
、
本
件
ビ
ル
の
共
有
持
分
を
一
口
三
○
万
円
で
分
譲
し
た
上
、
Ｙ
が
こ
れ
を
賃
借
し
て
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
し

て
使
用
し
、
持
分
を
買
っ
た
小
口
の
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
家
賃
と
し
て
年
四
％
二
万
二
○
○
○
円
）
を
責
任
を
持
っ
て
支
払
う
旨
の
条

件
で
販
売
し
た
。
Ｘ
は
持
分
三
○
口
を
購
入
し
た
。
こ
れ
に
関
す
る
契
約
書
は
持
分
の
売
買
の
部
分
お
よ
び
賃
貸
借
契
約
の
部
分
に
分
か

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

三
五

三
複
合
契
約
と
解
除

Ⅲ
不
動
産
小
口
化
商
品
の
解
約
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法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

一一一一ハ

れ
て
お
り
、
本
契
約
に
違
背
し
、
定
め
た
事
項
を
履
行
し
な
い
時
は
相
手
方
は
催
告
の
上
本
契
約
を
解
除
で
き
る
旨
の
解
除
条
項
が
売
買

に
関
す
る
条
項
の
後
、
賃
貸
借
に
関
す
る
条
項
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
。
Ｙ
は
当
初
、
約
定
通
り
の
家
賃
を
支
払
っ
た
が
、
そ
の
後
、
経

営
が
苦
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
一
口
当
た
り
年
二
％
（
六
○
○
○
円
）
に
減
額
し
て
支
払
っ
た
。
そ
こ
で
、

Ｘ
は
Ｙ
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
持
分
の
売
買
契
約
を
解
除
し
、
売
買
代
金
の
返
還
を
請
求
し
た
。

東
京
地
判
平
成
四
年
七
月
二
七
日
（
判
時
一
四
六
四
号
七
六
頁
）
は
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
本
件
契
約
は
持
分
を
買
い
受
け
る
方
法

に
よ
り
出
資
し
、
こ
れ
に
対
し
相
当
の
利
益
配
分
を
受
け
る
旨
の
、
売
買
契
約
と
賃
貸
借
契
約
が
不
可
分
に
結
合
し
た
一
種
の
混
合
契
約

で
あ
る
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
、
本
件
契
約
が
形
式
上
売
買
契
約
の
部
分
と
賃
貸
借
契
約
の
部
分
と
に
分
か
れ
て
い
る
体
裁
を
と
っ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
後
者
の
債
務
不
履
行
が
前
者
の
解
除
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
く
、
Ｘ
は
本
件
契
約
の

解
除
条
項
に
基
づ
き
解
除
で
き
る
と
述
べ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平
成
五
年
七
月
一
一
一
一
日
（
金
法
一
三
九
二
号
四
五
頁
）
は
、
売
買
契
約
の
解
除
を
否
定
し

た
。
法
律
的
に
は
本
件
物
件
の
持
分
の
売
買
契
約
と
賃
貸
借
契
約
と
の
混
合
契
約
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
売
買
契
約

の
部
分
と
賃
貸
借
契
約
の
部
分
と
は
そ
れ
ぞ
れ
可
分
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
賃
貸
借
契
約
の
不
履
行
に
よ
り
売
買
契
約
を
も
含

め
た
本
件
契
約
の
全
部
の
解
除
を
予
定
し
た
特
段
の
条
項
が
存
在
し
な
い
以
上
、
本
件
契
約
に
お
い
て
は
、
賃
貸
借
契
約
の
不
履
行
な
ど

賃
貸
借
契
約
上
の
問
題
に
よ
っ
て
売
買
契
約
の
効
力
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
こ
と
と
し
、
法
律
関
係
の
安
定
を
図
っ
た
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
賃
貸
人
は
賃
料
請
求
、
賃
貸
借
契
約
の
解
除
、
持
分
の
処
分
な
ど
の
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示

し
た
。

右
の
事
案
の
解
決
に
あ
た
っ
て
ま
ず
最
初
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
売
買
に
関
す
る
条
項
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
本
件
契
約
の
解
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除
条
項
が
賃
貸
借
契
約
の
不
履
行
を
も
含
む
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
一
審
判
決
は
、
形
式
上
売
買
契
約
の
部
分
と
賃

貸
借
契
約
の
部
分
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
両
者
は
不
可
分
に
結
合
し
た
一
個
の
契
約
だ
と
し
て
、
解
除
条
項
の
「
本
契
約
に

違
背
し
、
定
め
た
事
項
を
履
行
し
な
い
時
」
の
中
に
賃
貸
借
契
約
の
部
分
の
不
履
行
を
含
む
と
解
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
一
審
は
、
一

個
の
契
約
で
あ
っ
て
も
可
分
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
（
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
）
本
件
解
除
条
項
の
位
置
か
ら
考
え

て
、
本
件
解
除
条
項
は
売
買
契
約
の
部
分
の
不
履
行
に
限
る
と
し
た
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
法
定
解
除
権
で
あ
っ
て
、
賃
貸
借
契
約
の
部
分
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
契
約
全
体
を
民
法
五
四
一
条
に
よ
り

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。
解
除
条
項
の
適
用
を
否
定
す
る
と
き
は
特
に
重
要
と
な
る
。
一
一
審
判
決
は
一
審
判
決
と
同
様
に
本

（
１
）
 

件
契
約
を
混
合
契
約
だ
と
し
て
お
り
、
一
個
の
契
約
と
把
握
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
契
約
全
部
を
解
除
し
一
つ
る
か
否
か
は
、
従
来
の

判
例
・
通
説
に
よ
る
と
、
不
履
行
さ
れ
た
債
務
が
要
素
た
る
債
務
と
い
え
る
か
、
換
言
す
る
と
契
約
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

否
か
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
一
審
判
決
は
、
売
買
契
約
の
部
分
と
賃
貸
借
契
約
の
部
分
と
は
そ
れ
ぞ
れ
可
分
の
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
賃
貸
借
契
約
の
不
履
行
な
ど
賃
貸
借
契
約
上
の
問
題
に
よ
っ
て
売
買
契
約
の
効
力
が
影
響
を
受
け
る
こ

と
は
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
可
分
で
あ
る
こ
と
と
要
素
た
る
債
務
性
と
は
必
ず
し
も
関
連
し
な
い
。
要
素
た
る
債
務
性
の
観
点
か
ら
、

賃
貸
借
契
約
部
分
の
不
履
行
に
よ
る
契
約
全
部
の
解
除
の
可
否
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
件
で
は
、
不
動
産
の
持
分
の
取
得
は
単
な

る
手
段
で
あ
っ
て
、
相
当
の
利
益
配
分
を
受
け
る
こ
と
が
契
約
目
的
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
料
支
払
義
務
は
要
素
た
る
債
務

に
属
し
、
こ
れ
を
履
行
し
な
い
と
き
は
契
約
の
全
部
解
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
審
判
決
は
、
Ｘ
は
賃
料
請
求
、
賃
貸
借
契

（
２
）
 

約
の
解
除
、
持
分
の
処
分
な
ど
の
方
法
を
選
択
し
》
つ
る
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
実
効
性
に
は
疑
問
が
残
る
。
従
っ
て
、
実
質
的
に
考

え
て
も
、
契
約
全
部
の
解
除
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

三
七
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林
第
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十
九
巻
第
一
号

三
八

と
こ
ろ
で
、
本
件
事
案
を
混
合
契
約
と
し
て
一
個
の
契
約
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
売
買
契
約
と
賃
貸
借
契
約
の
二
個
の
契
約
が
存

在
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
持
分
権
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
売
買
契
約
と
い
う
基
本
契
約
が
存
在
し
、
こ
れ
に
よ
り
給

付
と
反
対
給
付
を
中
核
と
す
る
種
々
の
債
務
が
基
本
的
債
務
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
持
分
の
賃
貸
借
に
関
し
て
も
独
自
の
基
本
的
債
務

が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
契
約
が
存
在
す
る
も
の
と
理
解
す
る
と
き
は
、
両
者
の
関
連
が
問
題
と
な
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
売
買
契
約
と
賃
貸
借
契
約
は
同
一
の
目
的
物
を
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
賃
貸
借
契
約
は
売
買
契

約
の
有
効
な
存
在
を
当
然
の
前
提
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
賃
貸
人
が
売
買
契
約
に
よ
り
目
的
物
の
所
有
権
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
だ
か
ら
で
あ
る
ｐ
従
っ
て
、
売
買
契
約
が
無
効
で
あ
っ
た
り
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
賃
貸
借
契
約
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
賃
貸
借
契
約
の
売
買
契
約
へ
の
依
存
性
は
同
一
目
的
物
が
契
約
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
論
理
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
契
約
当
事
者
が
有
す
る
契
約
目
的
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
売
買
契
約
の
賃
貸
借
契
約
へ
の
依
存
性
は
論
理
的
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
賃
貸
借
契
約
空
目
効
に
存
在
し
な

い
と
し
て
も
、
売
買
契
約
の
み
が
存
在
し
続
け
る
こ
と
は
法
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
事
例
で
は
、
購
入
者
で
あ
る
Ｘ
は
自

分
自
身
が
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
Ｙ
に
と
っ
て
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
し
て
こ
れ
を
運
用
し
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
が

不
可
能
と
な
る
。
不
動
産
の
持
分
を
買
い
受
け
る
一
々
法
に
よ
り
出
資
し
、
こ
れ
に
対
し
て
相
当
の
利
益
配
分
を
受
け
る
と
い
う
目
的
の
下

に
、
売
買
契
約
と
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
両
当
事
者
の
予
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
事
者
の
契
約
目
的
か
ら
す
る
と
、
売
買
契
約
の
賃
貸
借
契
約
へ
の
依
存
性
は
同
様
に
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
法
的
根
拠
は
異
な
る
が
、
売
買
契
約
と
賃
貸
借
契
約
の
間
に
は
相
互
依
存
性
が
認
め
ら
れ
、
両
者
は
条
件
的
な
関
係
に
立

つ
。
一
方
の
契
約
が
不
履
行
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
他
方
の
契
約
は
解
除
条
件
の
成
就
に
よ
り
消
滅
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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最
判
平
成
八
年
一
一
月
一
二
日
（
民
集
五
○
巻
一
○
号
二
六
七
三
頁
）
は
、
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
判

断
を
明
ら
か
に
し
た
。
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

Ｙ
は
本
件
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
し
て
分
譲
す
る
と
と
も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
で
あ
る
本
件
ク
ラ
ブ
の
施
設
を
所
有
し
管
理
し

て
い
る
。
弧
・
斑
は
Ｙ
か
ら
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
区
分
を
四
四
○
○
万
円
で
買
い
受
け
、
弧
は
こ
れ
と
同
時
に
、
Ｙ
か
ら
本
件
ク
ラ
ブ

の
会
員
権
を
購
入
し
、
登
録
料
五
○
万
円
お
よ
び
入
会
預
り
金
二
○
○
万
円
を
支
払
っ
た
。
本
件
不
動
産
の
売
買
契
約
書
の
記
載
や
本
件

ク
ラ
ブ
の
会
則
の
定
め
等
に
よ
れ
ば
、
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
を
買
い
受
け
る
と
き
は
必
ず
本
件
ク
ラ
ブ
に
入
会
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
こ
れ
を
他
に
譲
渡
し
た
と
き
は
本
件
ク
ラ
ブ
の
会
員
た
る
地
位
を
失
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有

権
の
得
喪
と
本
件
ク
ラ
ブ
の
会
員
た
る
地
位
の
得
喪
と
は
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
広
告
等
に
は
、
本

件
ク
ラ
ブ
の
施
設
内
容
と
し
て
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
屋
外
ブ
ー
ル
等
を
完
備
し
て
い
る
ほ
か
、
さ
ら
に
、
屋
内
プ
ー
ル
、
ジ
ャ
グ
ジ
ー
な

ど
が
近
く
完
成
予
定
で
あ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
屋
内
プ
ー
ル
の
建
設
は
斑
ら
の
再
三
の
要
求
に
も
拘
わ
ら
ず
、
い
ま
だ

こ
の
よ
う
な
複
数
の
契
約
の
相
互
依
存
性
は
、
あ
る
契
約
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
複
数
の
契
約
が
不
可
欠
の
構
成
部
分
と
し
て
組
み
込

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
取
引
類
型
に
お
い
て
は
容
易
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
斑
ら
は
Ｙ
に
対
し
て
、
屋
内
プ
ー
ル
完
成
の
遅
延
を
理
由
と
し
て
、
右
売
買
契
約
お
よ
び
会
員
権
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
意

思
表
示
を
し
、
売
買
代
金
等
の
返
還
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

三
九

に
着
工
さ
れ
て
い
な
い
。

２
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買

１
 

１
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法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

四
○

一
審
判
決
（
大
阪
地
判
平
成
六
年
一
二
月
一
九
日
）
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
に
滞
在
し
な
が
ら
そ
の
周
辺
に
存
在
す

る
娯
楽
施
設
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
前
提
と
し
て
予
定
さ
れ
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
区
分
と
倶
楽

部
会
員
権
が
帰
属
を
一
に
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
売
買
契
約
と
本
件
会
員
権
契
約
は
不
可
分
的
に
一
体
化
し
た
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。
Ｚ
ら
が
不
動
産
を
購
入
し
た
日
か
ら
相
当
期
間
内
に
屋
内
プ
ー
ル
を
建
設
し
て
、
こ
れ
を
斑
ら
に
利
用
さ
せ
る
Ｙ
の

債
務
は
、
本
件
会
員
権
契
約
の
み
な
ら
ず
、
本
件
売
買
契
約
に
と
っ
て
も
必
須
の
要
素
た
る
債
務
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｙ
が
弧
ら
の
再
三
の
要
求
に
も
拘
わ
ら
す
、
屋
内
プ
ー
ル
の
建
設
に
未
だ
着
工
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
斑
ら
に
よ
る
本
件
売
買
契

約
お
よ
び
本
低
込
云
員
権
契
約
の
解
除
は
い
ず
れ
も
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
の
大
阪
高
判
平
成
八
年
一
月
三
一
日
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
弧
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本

件
契
約
は
本
件
不
動
産
の
売
買
契
約
と
本
件
会
員
権
の
購
入
契
約
の
二
個
の
契
約
よ
り
成
る
。
二
個
の
契
約
の
う
ち
一
方
の
契
約
上
の
義

務
の
不
履
行
を
理
由
に
他
方
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
に
、
会
員
権
の
購
入

契
約
が
不
動
産
の
売
買
契
約
と
同
時
に
、
か
つ
そ
れ
に
随
伴
し
て
締
結
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
、
会
員
権
購
入
契
約
に
基
づ
く
Ｙ

の
義
務
が
約
定
ど
お
り
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
不
動
産
の
売
買
契
約
を
結
ん
だ
主
た
る
目
的
の
達
成
に
必
須
的
で
あ
り
か
つ
そ
の
こ
と
が
売

買
契
約
に
お
い
て
表
示
さ
れ
て
い
た
の
に
こ
れ
が
履
行
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
い
わ
ゆ
る
付
随
的
義
務
の
不
履
行
の
場
合
と
同
様
、
売
買

契
約
の
要
素
を
な
す
債
務
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
準
じ
て
、
そ
の
不
履
行
を
理
由
に
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
こ
の
よ
う
な
表
示
は
な
ん
ら
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
仮
に
屋
内
プ
ー
ル
の
完
成
の
遅
延

が
本
件
会
員
権
購
入
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
あ
た
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
、
本
件
不
動
産
の
売
買
契
約
の
要
素
を
な
す
債
務
が

履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
準
じ
て
こ
れ
を
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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最
高
裁
は
、
ま
ず
初
め
に
、
一
定
の
時
期
ま
で
に
屋
内
プ
ー
ル
を
完
成
し
て
斑
ら
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
は
、
本
件
会
員
権
契
約
に
お

い
て
は
、
単
な
る
付
随
的
義
務
で
は
な
く
、
要
素
た
る
債
務
の
一
部
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
そ
し
て
、
会
員
権
契
約
上
の
債
務
不
履
行
を

理
由
に
売
買
契
約
を
解
除
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
一
般
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
一
当
事
者
間
の
債
権
債
務
関
係
が

そ
の
形
式
は
甲
契
約
及
び
乙
契
約
と
い
っ
た
二
個
以
上
の
契
約
か
ら
成
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
相
互
に

密
接
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
て
、
社
会
通
念
上
、
甲
契
約
又
は
乙
契
約
の
い
ず
れ
か
が
履
行
さ
れ
る
だ
け
で
は
契
約
を
締
結
し
た
目
的
が

全
体
と
し
て
は
達
成
さ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
甲
契
約
上
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
、
そ
の
債
権
者
が
法
定
解
除
権
の
行
使

と
し
て
甲
契
約
と
併
せ
て
乙
契
約
を
も
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
事
例
で
は
、
本
件
不
動
産
は
、
屋
内
プ
ー
ル
を
含
む
ス
ポ
ー
ツ

施
設
を
利
用
す
る
｝
」
と
を
主
要
な
目
的
と
し
た
い
わ
ゆ
る
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
で
あ
り
、
屋
内
プ
ー
ル
の
完
成
の
遅
延
と
い
う

本
件
会
員
権
契
約
の
要
素
た
る
債
務
の
履
行
遅
滞
に
よ
り
、
本
件
売
買
契
約
を
締
結
し
た
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
売
買
契
約
に
お
い
て
そ
の
目
的
が
表
示
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
履
行
遅
滞
を

理
由
と
し
て
民
法
五
四
一
条
に
よ
り
本
件
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
理
論
的
に
は
会
員
権
契
約
上
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
て
売
買
契
約
を
解
除
し
得
る
こ
と
を
認

め
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
根
拠
と
要
件
に
つ
い
て
は
異
な
る
。
｜
審
判
決
は
、
両
契
約
が
不
可
分
的
に
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と

す
る
の
に
対
し
て
、
二
審
判
決
は
、
①
両
契
約
が
同
時
的
か
つ
随
伴
的
に
締
結
さ
れ
た
こ
と
、
②
会
員
権
契
約
の
履
行
が
売
買
契
約
の
主

た
る
目
的
の
達
成
に
必
須
的
で
あ
り
か
つ
そ
の
こ
と
が
売
買
契
約
に
お
い
て
表
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
を
要
件
と
す
る
。
最
高
裁
は
、
二

審
判
決
の
よ
う
な
表
示
を
必
要
と
せ
ず
、
契
約
目
的
相
互
の
密
接
関
連
性
す
な
わ
ち
い
ず
れ
か
の
契
約
不
履
行
に
よ
り
全
体
と
し
て
の
契

約
目
的
の
不
達
成
に
至
れ
ば
足
り
る
と
す
る
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

四
一
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（
４
）
 

⑥
一
個
の
契
約
上
」
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
見
解
金
山
説
は
、
契
約
の
単
位
は
実
質
的
な
法
的
財
貨
単
位
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
本
件
で
は
、
市
場
に
置
か
れ
流
通
し
た
法
的
財
貨
は
、
あ
く
ま
で
も
「
会
員
権
付
き
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て

単
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
解
除
の
効
果
の
及
ぶ
範
囲
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
た
契
約
の
単
位
と
一
致
す
る
方
向
が
望

（
５
）
 

ま
し
ぃ
と
す
る
。
ま
た
、
山
本
説
は
、
最
高
裁
判
決
が
別
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
の
要
件
や
基
準
‐
こ
し
て
述
べ
て
い
る
内
容

は
契
約
の
個
数
の
判
定
の
場
面
で
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
本
件
で
は
、
む
し
ろ
一
個
の
契
約
を
観
念
し
や
す
い
事
例
で

（
６
）
 

あ
っ
た
と
い
う
。
水
辺
・
清
水
説
は
、
契
約
の
個
数
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
単
位
と
実
質
的
単
位
と
の
一
一
義
性
を
率
直
に
認
め

る
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
民
法
五
四
一
条
の
解
除
の
対
象
た
る
「
契
約
」
は
、
不
履
行
と
な
っ
た
債
務
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し

た
目
的
と
の
関
連
で
実
質
的
に
一
個
と
み
う
る
「
契
約
」
の
全
体
で
あ
る
と
解
す
べ
き
だ
と
す
る
。
本
判
決
は
、
形
式
的
に
は
二
個
の
契

約
が
あ
る
も
の
と
解
し
た
上
で
、
一
方
の
契
約
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
他
方
の
契
約
を
も
解
除
で
き
る
場
合
の
実
質
的
基
準
を
提
示
し

た
も
の
と
位
置
づ
け
る
。

近
時
、
学
説
で
は
右
の
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
判
決
を
契
機
と
し
て
種
々
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
判
例
の
結
論
に
反
対
す

る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
理
論
構
成
に
関
し
て
種
々
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
向
性
と
し
て
は
、
⑧
一
個
の
契
約
と

し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
見
解
、
⑪
売
買
契
約
上
の
何
ら
か
の
債
務
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
、
何
複
数
の
契
約
を
前
提
と
し
て
新
た
な

（
３
）
 

理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
見
解
、
そ
し
て
、
⑥
事
案
の
特
殊
性
を
基
礎
と
す
る
見
解
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
分
類
に
従
っ
て
、
個
別
的

に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(3) 

法
学
志
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第
九
十
九
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第
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説
の
検
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
契
約
一
個
説
に
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
契
約
解
除
の
範
囲
と
契
約
の
個
数
と
は
必
ず
し

も
関
係
し
な
い
。
契
約
の
一
部
解
除
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
個
の
契
約
と
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
契
約
の
全
部
解

除
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
見
解
で
は
、
逆
に
会
員
権
契
約
上
の
買
主
の
債
務
不
履
行
、
預
託
金
支
払
遅
滞
や

（
７
）
 

会
則
違
反
を
理
由
に
契
約
を
解
除
す
る
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
売
買
も
含
め
て
消
滅
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
論
は
妥
当
で
あ
ろ

う
か
。
第
三
に
、
両
当
事
者
間
で
二
個
の
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
、
一
方
の
契
約
の
不
履
行
を
理
由
に
他
方
の
契
約
を
解
除
し
う
る

か
と
い
う
本
判
決
が
提
起
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
問
題
の
一
部
に
対
応
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う

な
関
係
を
常
に
一
個
の
契
約
と
し
て
把
握
で
き
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
問
題
領
域
の
中
に
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
判
例

評
釈
と
い
う
制
約
か
ら
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
問
題
領
域
に
つ
き
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
８
）
 

⑪
売
買
契
約
上
の
何
ら
か
の
債
務
を
認
め
よ
。
つ
と
す
る
見
解
北
村
説
は
、
契
約
を
別
個
の
も
の
と
す
る
限
り
、
一
方
の
契
約
の
不

履
行
が
そ
の
ま
ま
他
方
の
解
除
事
由
と
な
る
の
で
は
な
く
、
他
方
の
契
約
上
の
ど
の
よ
う
な
債
務
の
不
履
行
と
な
る
の
か
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
会
員
権
契
約
上
の
施
設
提
供
は
同
時
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
売
買
契
約
に
お
い
て
、
環
境

確
保
に
関
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
売
買
契
約
の
付
随
債
務
と
し
て
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
付
随
債
務
違
反
の
場
合
に
は
、
解
除
可
否

の
判
断
に
当
た
っ
て
は
不
履
行
の
契
約
目
的
へ
の
特
別
な
影
響
度
と
不
履
行
態
様
が
特
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
遅
延
し
た
の
が

屋
内
プ
ー
ル
の
よ
う
な
中
心
施
設
で
は
な
く
小
施
設
で
あ
っ
た
場
合
や
会
員
権
契
約
の
当
事
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
主
と
は
別
人
格
と
さ

れ
て
い
た
場
合
な
ど
を
含
め
て
、
整
合
的
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

契
約
を
別
個
の
も
の
と
す
る
限
り
、
解
除
さ
れ
る
契
約
に
つ
き
債
務
不
履
行
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
北
村
説
の
基
本
的
方
向
は

民
法
五
四
一
条
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
例
の
解
決
は
別
と
し
て
（
後
掲
⑥
を
参
照
）
、
こ
れ
を
基
本
的
に
は
支
持
し
た
い
。

混
合
契
約
お
よ
び
狸
興
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

四
三
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し
か
し
、
北
村
説
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
確
保
に
関
す
る
付
随
債
務
と
い
っ
た
場
〈
ロ
、
買

主
は
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
施
設
を
提
供
す
べ
き
こ
と
を
請
求
し
う
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
北
村
説
の
い
う
付
随
債
務
は
要
素
た
る

債
務
に
対
応
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
施
設
提
供
と
い
う
同
一
の
内
容
が
同
一
当
事
者
間
の
二
つ
の
契

約
そ
れ
ぞ
れ
の
債
務
と
な
り
、
い
ず
れ
も
履
行
蕾
靖
求
可
能
だ
と
す
る
と
、
履
行
遅
滞
や
同
時
履
行
の
抗
弁
権
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
両
請
求
権

の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
解
除
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
同
一
内
容
の
二
つ
の
請
求
権
を
認
め
る

こ
と
は
必
要
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
北
村
説
は
環
境
確
保
に
関
す
る
付
随
債
務
の
根
拠
を
当
事
者
の
合
意
に
求
め
る
。
し
か

し
、
本
件
事
例
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
合
意
が
存
在
す
る
か
は
疑
わ
し
い
と
と
も
に
、
合
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
会
員
権
契
約

上
の
債
務
に
売
買
契
約
の
効
力
を
依
存
さ
せ
る
合
意
す
な
わ
ち
解
除
条
件
付
の
売
買
契
約
と
解
す
る
ほ
う
が
素
直
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
会
員
権
契
約
上
の
施
設
提
供
義
務
を
同
時
に
売
買
契
約
上
の
付
随
債
務
と
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
債
務
構
造
論
上
の
付
随
義
務
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
契
約
当
事
者
は
給
付
義
務
と
並
ん
で
、

信
義
則
上
の
付
随
義
務
を
負
う
。
こ
の
付
随
義
務
は
種
々
の
も
の
を
含
み
う
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
契
約
目
的
の
実
現
を
妨
げ
な
い
よ

う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
や
給
付
目
的
物
の
価
値
を
減
少
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
件
と
の
関

連
で
は
、
会
員
権
契
約
上
の
施
設
提
供
義
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
売
買
契
約
に
お
け
る
契
約
目
的
の

実
現
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
や
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
の
価
値
を
減
少
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
が
売

主
に
課
さ
れ
る
。
こ
の
義
務
は
信
義
則
を
根
拠
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
当
事
者
の
合
意
や
表
示
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
買
主

の
契
約
目
的
に
つ
い
て
、
売
主
に
認
識
可
能
性
が
存
在
す
れ
ば
足
り
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
付
随
義
務
違
反
に
よ
っ
て
契
約
の
解
除
が
認
め

ら
れ
る
た
め
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
付
随
義
務
違
反
に
よ
っ
て
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
、
契
約
関
係
を
維
持
・
継
続
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す
る
こ
と
が
当
事
者
に
期
待
し
得
な
い
と
給
付
義
務
の
平
面
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
北
村
説
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
不
履

行
の
契
約
目
的
へ
の
特
別
な
影
響
度
や
不
履
行
態
様
、
遅
延
の
対
象
施
設
の
重
要
性
な
ど
は
、
こ
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に

（
９
）
 

⑥
複
数
の
契
約
を
前
提
と
し
て
新
た
な
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
見
解
近
藤
説
は
契
約
の
結
ム
ロ
性
を
理
由
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

形
式
的
に
は
こ
れ
が
一
一
個
以
上
の
契
約
に
分
解
さ
れ
る
と
し
て
も
、
両
者
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
有
機
的
に
密
接
に
結
合
さ
れ
て
い
て
、

社
会
通
念
上
、
一
方
の
契
約
の
み
の
実
現
を
強
制
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
一
方
の
み
で
は
契
約
の
目
的
が
達
成

さ
れ
な
い
場
合
）
に
は
、
民
法
五
四
一
条
に
よ
り
、
一
方
の
契
約
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
他
方
の
契
約
を
も
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
の
が
、
契
約
当
事
者
の
意
識
に
も
適
合
し
た
常
識
的
な
解
釈
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
契
約
当
事
者
の
意
識
に
適
合
す
る
と
い
う
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
解
明
が
な
お
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

（
Ⅶ
）
 

本
田
説
は
本
判
決
の
射
程
距
離
の
視
点
か
ら
論
ず
る
。
本
田
説
に
よ
れ
ば
、
本
判
決
が
掲
げ
る
「
両
契
約
の
密
接
な
関
連
」
「
一
方
の

履
行
だ
け
で
は
契
約
目
的
が
達
成
で
き
な
い
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
か
ら
す
る
と
、
本
件
判
旨
は
契
約
主
体
が
同
一
で
な
い
場
合
に
も

及
ぶ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
複
数
の
契
約
間
の
牽
連
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
「
両
契
約
間
の
密
接
な
関
連
性
」
以
外
に

「
目
的
実
現
へ
の
支
配
可
能
性
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
基
準
が
妥
当
す
る
限
り
、
契
約
主
体
が
同
一
で
あ
る
場

合
だ
け
で
な
く
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
や
立
替
私
い
契
約
の
よ
う
な
契
約
主
体
が
異
な
る
場
合
に
も
及
ぶ
と
す
る
。

（
Ⅲ
）
 

ま
た
、
池
田
説
は
、
当
事
聿
白
間
で
同
時
に
複
数
の
契
約
が
結
ば
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
契
約
が
集
合
と
し
て
当
事
者
の
企
図
す
る
契
約

上
の
利
益
を
実
現
す
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
そ
の
一
個
が
機
能
し
な
け
れ
ば
他
を
契
約
し
た
意
味
が
な
く
な
る
よ
う
な
類

型
が
今
日
の
取
引
社
会
の
中
に
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
類
型
を
複
合
契
約
す
な
わ
ち
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
と
名
付
け
る
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

混
合
契
約
お
よ
び
複
〈
一
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

四
五

な
る
。
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契
約
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
よ
る
付
加
価
値
（
利
用
価
値
や
経
済
的
利
益
）
の
発
生
を
、
契
約
を
複
合
さ
せ
る
中

で
当
事
者
双
方
が
意
図
し
、
そ
の
付
加
価
値
の
存
在
が
当
該
複
合
契
約
の
本
質
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
か
の
契
約
の
不
履
行
に
よ
り
全
体
と
し
て
の
付
加
価
値
が
な
く
な
れ
ば
、
他
の
残
存
す
る
契
約
に
つ
い

て
も
原
則
と
し
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
で
は
、
解
除
し
得
る
た
め
の
要
件
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
複
数
の
契
約
間
に
お
い
て
一
方
の
契
約
の
不
履
行
に

よ
っ
て
他
方
の
契
約
を
解
除
し
う
る
こ
と
の
理
論
的
な
解
明
が
十
分
に
な
さ
れ
た
か
は
疑
問
が
残
る
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
と
名
付
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

（
肥
）

こ
れ
に
対
し
て
、
河
上
説
は
、
複
合
的
役
務
の
商
品
化
や
複
雑
化
し
た
現
代
の
取
引
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
分
析
す
る
一
つ
の
手
法
と
し
て
、

「
枠
契
約
」
と
「
支
分
的
契
約
」
の
枠
構
造
を
想
定
す
る
の
が
有
益
で
は
な
い
か
と
い
う
。
こ
れ
を
本
件
に
あ
て
は
め
る
と
、
ス
ポ
ー
ツ

施
設
の
利
用
権
を
含
む
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
と
い
う
、
大
き
な
「
枠
契
約
」
と
、
こ
れ
に
包
含
さ
れ
た
区
分
所
有
権
売
買
契

約
・
会
員
権
契
約
と
い
っ
た
個
々
の
「
支
分
的
契
約
」
の
両
面
か
ら
、
重
畳
的
に
、
屋
内
プ
ー
ル
の
完
成
遅
延
が
解
除
事
由
に
あ
た
る
か

否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
枠
契
約
の
解
消
も
や
む
を
得
な
い
不
履
行
で
あ
る
と
の
評
価
が
下
さ
れ
る
な
ら
、

支
分
的
契
約
の
解
除
の
み
な
ら
ず
、
枠
契
約
の
解
除
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
現
代
型
取
引
の
基
本
的
な
分
析
視
点
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。
二
つ
の
契
約
が
結
合
し
て
大

き
な
一
個
の
契
約
を
形
作
る
と
い
う
構
成
は
ピ
シ
ュ
ァ
ル
で
感
覚
的
に
も
馴
染
み
や
す
い
。
し
か
し
、
「
枠
契
約
」
の
意
義
に
つ
い
て
は

さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
枠
契
約
」
自
体
に
基
づ
い
て
億
催
・
債
務
が
発
生
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
あ
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
「
枠
契
約
」
自
体
の
債
務
不
履
行
も
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
も
問
題
と
な
ら
な
い
。
「
枠
契
約
」
は
、
契
約
解
消
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の
場
面
で
複
数
の
支
分
的
契
約
を
結
び
つ
け
る
コ
ネ
ク
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
、

契
約
と
は
い
っ
て
も
、
「
枠
契
約
」
は
通
常
の
契
約
と
は
大
き
く
異
な
る
。

（
旧
）

⑥
事
案
の
特
殊
性
を
基
礎
と
す
る
見
解
渡
辺
説
は
、
解
除
条
項
が
売
買
契
約
に
の
み
置
か
れ
て
い
た
と
い
一
つ
本
件
事
案
の
特
殊
性

に
着
目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
解
除
条
項
の
置
か
れ
方
か
ら
、
本
件
会
員
権
契
約
の
解
除
は
、
も
っ
ぱ
ら

本
件
売
買
契
約
の
解
除
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
予
定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
当
事
者
の
意
思
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ

の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ｙ
に
よ
る
会
員
権
契
約
上
の
不
履
行
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
Ｘ
が
売
買
契
約
お
よ
び
会
員
権
契

約
を
締
結
し
た
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
Ｘ
は
売
買
契
約
の
解
除
を
通
じ
て
、
両
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

相
手
方
の
債
務
不
履
行
に
遭
遇
し
て
、
解
除
と
い
う
対
抗
手
段
を
予
定
し
て
い
な
い
契
約
を
、
独
立
し
た
一
個
の
契
約
と
評
価
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
、
事
業
者
に
よ
り
周
到
に
準
備
さ
れ
た
契
約
書
面
に
お
い
て
、
権
利
の
処
分
上
、
密
接
な
関
係
を
持
た

さ
れ
て
い
る
二
個
の
契
約
の
う
ち
、
解
除
と
い
う
重
要
な
契
約
か
ら
の
離
脱
手
段
が
装
丁
さ
れ
て
い
な
い
契
約
を
、
独
立
し
た
一
個
の
契

約
と
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
契
約
の
解
除
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
る
場
合
は
、
両
契
約
の
二
体
不
可
分
性
」
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す

契
約
の
個
数
論
か
ら
す
る
と
、
渡
辺
説
は
回
に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
渡
辺
説
の
主
眼
は
解
除
条
項
か
ら
推
断
さ
れ
る

当
事
者
意
思
を
基
礎
と
す
る
点
に
あ
り
、
こ
の
見
解
で
は
契
約
の
個
数
論
は
本
来
的
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
見
解
は
㈲

説
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

渡
辺
説
が
本
件
事
案
の
契
約
条
項
に
着
目
し
た
点
は
評
価
さ
れ
る
が
、
会
員
権
契
約
の
不
履
行
の
と
き
も
売
買
契
約
の
解
除
を
通
じ
て
、

両
契
約
を
解
除
で
き
る
と
い
う
点
は
若
干
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
は
、
会
員
権
契
約
の
不
履
行
が
Ｙ
で
は
な
く
て
、
Ｘ
に

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

四
七

る
０ 
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渡
辺
説
の
主
張
は
、
不
動
産
小
口
化
商
品
の
解
約
に
関
す
る
一
審
判
決
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
解
除
条
項
は
「
本
契

約
に
違
背
し
、
定
め
た
事
項
を
履
行
し
な
い
時
は
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
個
の
契
約
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賃
貸
借

契
約
の
不
履
行
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
件
の
解
除
条
項
は
「
本
件
売
買
契
約
上
の
債
務
を
履
行
し
な
い

場
合
」
と
さ
れ
て
お
り
、
会
員
権
契
約
上
の
不
履
行
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
件
事
案
に
限
っ
て
い
え
ば
、
私
も
渡
辺
説
と
同
様
に
本
件
事
案
の
契
約
条
項
に
着
目
し
た
解
決
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
契
約
解
除
条
項
で
は
な
く
て
、
区
分
所
有
権
と
ク
ラ
ブ
会
員
た
る
地
位
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
条
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

本
件
売
買
契
約
書
に
は
、
特
約
事
項
と
し
て
、
買
主
は
本
件
不
動
産
購
入
と
同
時
に
本
件
ク
ラ
ブ
の
会
員
と
な
り
、
買
主
か
ら
本
件
不
動

産
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
も
本
件
ク
ラ
ブ
の
会
則
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を
確
約
す
る
旨
の
記
載
が
あ
り
、
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分

所
有
権
の
得
喪
と
本
件
ク
ラ
ブ
の
会
員
た
る
地
位
の
得
喪
と
は
密
接
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
ク
ラ
ブ
の
会
則
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
相
互
依
存
性
に
着
目
す
れ
ば
、
区
分
所
有
権
の
喪
失
に
よ
っ
て
会
員
た
る
地
位
も
喪
失
し
、

逆
に
、
会
員
た
る
地
位
の
喪
失
に
よ
っ
て
区
分
所
有
権
も
喪
失
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
前
者
の
場
合
に
は
、
区
分
所
有
権
喪
失

の
原
因
が
買
主
側
ま
た
は
売
主
側
の
い
ず
れ
に
あ
る
か
は
問
わ
な
い
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
会
員
権
契
約
の
債
務
不
履
行
が
売
主
側
に

あ
る
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
会
員
権
契
約
の
債
務
不
履
行
が
買
主
側
に
あ
る
場
合
に
ま
で
、
売
買
契
約
の
解
除
を
認
め
る
こ
と
は
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あ
る
よ
う
な
場
合
（
月
会
費
の
支
払
い
を
必
要
と
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
月
会
費
の
不
払
い
や
そ
の
他
の
会
則
違
反
が
あ
っ
た
場

合
）
に
も
、
売
買
契
約
を
含
め
て
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
結
論
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
契
約
目
的
の
不
達
成
の
と
こ
ろ
で
、

Ｘ
が
債
務
不
履
行
し
て
い
る
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
も
、
Ｙ
の
会
員
権
契
約
上
の
債
務
不
履
行

に
限
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
に
、
本
件
事
案
で
は
、
区
分
所
有
権
と
ク
ラ
ブ
会
員
た
る
地
位
の
帰
属
の
同
一
性
を
定
め
た
契
約
条
項
の
解
釈
と
し
て
、
Ｙ

が
会
員
権
契
約
上
の
債
務
不
履
行
を
し
た
場
合
の
Ｘ
の
売
買
契
約
の
解
除
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
最
高
裁
は
、
判
決

理
由
三
２
に
お
い
て
、
第
一
段
落
で
は
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
の
得
喪
と
本
件
ク
ラ
ブ
の
会
員
た
る
地
位
の
得
喪
と
の
密
接
関

連
性
を
認
定
し
、
第
二
段
落
で
は
、
契
約
目
的
の
密
接
関
連
性
に
つ
い
て
論
ず
る
。
し
か
し
、
両
者
は
内
容
的
に
異
な
る
と
と
も
に
、
前

者
か
ら
後
者
が
必
ず
し
も
導
か
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
密
接
関
連
性
が
同
じ
よ
う
に
問
題
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
両
者
の
間
に
は
不
連
続

性
な
い
し
断
絶
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
従
来
の
解
除
理
論
と
接
合
す
る
た
め
に
、
判
旨
は
論
理
的
な
一
種
の
す
り
替
え
を

無
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
本
件
事
案
で
は
、
前
者
の
密
接
関
連
性
か
ら
両
契
約
の
相
互
の
依
存
性
が
導
か
れ
る

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
会
員
権
契
約
不
履
行
の
場
合
の
売
買
契
約
の
解
除
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

売
主
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
相
互
依
存
性
は
こ
の
限
度
で
制
限
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
本
件
の
右
条
項
は
、
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
の
得
喪
を
中
心
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
会
員
た
る
地
位
の
喪

失
が
区
分
所
有
権
の
喪
失
を
導
く
こ
と
は
定
め
て
い
な
い
と
解
し
う
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
で
も
、
売
主

が
買
主
に
対
し
て
、
区
分
所
有
権
と
本
件
ク
ラ
ブ
会
員
た
る
地
位
の
帰
属
の
同
一
性
（
売
買
契
約
の
会
員
権
契
約
へ
の
依
存
性
）
を
義
務

づ
け
る
と
き
は
、
反
対
に
そ
の
不
利
益
を
も
甘
受
す
る
こ
と
が
信
義
則
上
の
要
請
だ
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
売
主
が
自
己
の
責
任
で
買

主
の
会
員
た
る
地
位
の
喪
失
を
招
い
た
場
合
に
は
、
買
主
の
区
分
所
有
権
の
喪
失
す
な
わ
ち
売
買
契
約
の
解
除
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

四
九
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判
例
に
現
れ
た
事
案
を
中
心
と
し
て
個
別
的
に
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
若
干
こ
の
問
題
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
複
合
契
約
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
す
る
と
、
次
の
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
複
数
の
契
約
間
に
相
互
依
存
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
複
数
の
契
約
が
連
な
っ
て
一
つ
の
シ
ス
テ

ム
を
櫛
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
相
互
依
存
性
は
容
易
に
肯
定
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
は
全

体
の
シ
ス
テ
ム
の
中
の
一
部
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
ず
、
独
立
し
た
存
在
意
義
を
有
し
な
い
。
一
つ
の
契
約
の
不
具
合
は
シ
ス
テ
ム
全
体
の

崩
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
不
動
産
小
口
化
商
品
の
事
例
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
事
例
の
よ
う
に
、

特
約
条
項
に
よ
っ
て
複
数
の
契
約
間
の
相
互
依
存
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
契
約
間
に
相
互
依
存
性
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
処
理
す
れ
ば
足
り
る
。

第
二
の
類
型
は
、
複
数
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
当
事
者
の
選
択
な
い
し
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
複
数
の
契
約
間
に
相
互
依
存

性
を
基
礎
づ
け
る
特
約
条
項
な
ど
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
事
例
に
お
い
て
、
ス

ポ
ー
ッ
ク
ラ
ブ
の
会
員
と
な
る
か
否
か
は
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
者
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
類
型
で
は
、
複
数
の
契
約
間
の
結
合
は
第
一
の
類
型
に
比
較
し
て
確
か
に
弱
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
一
方

の
契
約
の
不
履
行
に
基
い
て
他
の
契
約
を
解
除
し
う
る
余
地
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
契
約
当
事
者
は
契
約

目
的
の
実
現
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
や
給
付
目
的
物
の
価
値
を
減
少
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
を
信
義
則
上
の

付
随
義
務
と
し
て
負
う
。
売
主
が
買
主
の
契
約
目
的
に
つ
い
て
認
識
可
能
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
売
主
が
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
契

叩
小
括

怯
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号
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○
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約
目
的
の
実
現
を
妨
げ
あ
る
い
は
給
付
目
的
物
の
価
値
を
減
少
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
売
買
契
約
を
維
持
・
継
続
す
る
こ
と
が
買
主
に
期

待
し
得
な
い
場
合
に
は
、
付
随
義
務
違
反
を
理
由
に
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
除
の
可
否
の
判
断
に
お

い
て
、
複
数
の
契
約
間
の
関
連
性
や
契
約
目
的
に
与
え
る
影
響
、
不
履
行
の
態
様
と
程
度
な
ど
様
々
な
当
事
者
間
の
事
情
が
考
量
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
除
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
も
、
売
主
が
会
員
権
契
約
の
不
履
行
に
よ
っ
て
売
買
目
的
物
の
価
値
を
減
少
さ
せ
た

と
き
は
、
買
主
は
付
随
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
直
接
的
に
は
関
係
し
な
い
が
、
た
と
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
施
設
が
第
三
者
所
有
の
も
の
で
あ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
主
と

異
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
人
格
否
認
の
法
理
な
ど
を
除
い
て
、
原
則
的
に
は
売
主
の
買
主
に
対
す
る
調
査
・
解
明
・
告
知
・
説
明
義

務
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
契
約
締
結
上
の
過
失
の
領
域
に
属
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
契
約
当
事
者
間
に
二
個
以
上
の
契
約
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
契
約
が
一
個
の
場
合
に
は
、
混
合
契
約

と
解
除
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
こ
と
が
妥
当
す
る
。
従
っ
て
、
契
約
が
一
個
で
あ
る
か
複
数
で
あ
る
か
の
判
断
は
、
い
ず
れ
の
枠
組
み
に
よ

（
Ⅱ
）
 

る
か
の
分
岐
点
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
。
も
っ
と
も
、
｜
個
の
契
約
で
あ
っ
て
も
一
部
解
除
に
限
ら
れ
、
複
数
の
契
約
で
も
全
部
解
除

を
な
し
得
る
場
合
が
あ
る
か
ら
、
契
約
の
個
数
自
体
か
ら
結
論
が
直
ち
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
契
約
目
的
を
達
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
否
か
を
基
準
と
す
る
見
解
な
ど
で
は
、
同
じ
判
断
基
準
に
服
す
る
か
ら
、
契
約
が
一
個
で
あ
る
か
複
数
で
あ
る
か
は
本
質

（
脂
）

的
な
問
題
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
契
約
の
個
数
論
の
も
つ
意
味
は
限
定
的
で
あ
る
が
、
契
約
の
個
数
は
次
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第

一
に
当
事
者
の
意
思
が
基
準
と
さ
れ
る
。
当
事
者
が
一
つ
の
契
約
あ
る
い
は
複
数
の
別
個
の
契
約
と
す
る
旨
を
明
示
し
て
い
る
と
き
は
、

こ
れ
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
。
第
二
に
、
当
事
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
何
を
も
っ
て
「
ひ
と
ま
と
ま
り
」
と
す
る
か

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

五
一
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ま
た
、
｜
個
の
債
権
関
係
は
発
生
・
存
続
・
消
滅
の
各
段
階
に
お
い
て
運
命
を
と
も
に
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
並
ん
で
、

法
律
的
に
こ
の
よ
う
な
包
括
的
・
一
体
的
な
処
理
が
妥
当
す
る
範
囲
と
い
う
観
点
か
ら
一
個
の
契
約
の
外
延
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
あ
る
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
と
き
は
、
他
の
債
務
も
全
体
と
し
て
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
だ

け
で
一
個
の
契
約
と
把
握
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ば
債
権
関
係
の
全
展
開
過
程
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
、

原
始
的
不
能
に
よ
る
契
約
不
成
立
、
無
効
や
取
消
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
と
遅
滞
免
責
、
暇
疵
担
保
に
基
づ
く
解
除
な
ど
を
含
め
て
、
包

括
的
・
一
体
的
処
理
が
妥
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

基
本
的
債
務
に
含
ま
れ
な
い
新
た
な
債
務
が
合
意
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
混
合
契
約
ま
た
は
複
合
契
約
の
い
ず
れ
に
位
置
づ
け
る
か
は
、

こ
の
よ
う
な
社
会
的
・
法
律
的
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
当
該
法
律
関
係
の
理
論
的
分
析
の
枠
組
み
が
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
な
る
法
的
分
析
の
出
発
点
に
過
ぎ

な
い
。
具
体
的
な
法
的
問
題
を
適
切
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
な
る
法
理
を
探
究
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で

法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

五
二

（
胴
）

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
当
事
者
意
思
の
探
求
に
よ
り
解
決
す
べ
き
問
題
で
は
な
く
て
、
現
実
の
取
引
社
会
に
お

い
て
「
ひ
と
ま
と
ま
り
」
の
も
の
と
さ
れ
、
一
つ
の
契
鞄
類
型
と
し
て
認
め
ら
れ
る
程
度
に
至
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
典
型
契
約
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
非
典
型
契
約
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ホ
テ
ル
・
旅
館
宿
泊
契
約
や
出
版
契
約
、
在
学

契
約
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
例
に
該
当
す
る
。
複
数
の
契
約
類
型
を
結
合
し
て
新
し
い
形
態
で
の
取
引
を
行
う
場
合
に
も
、
こ
れ
を

（
Ⅳ
）
 

一
つ
の
契
約
と
判
断
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
契
約
類
型
と
し
て
の
成
熟
度
や
社
会
的
な
認
知
が
必
要
と
さ
れ
る
。
換
一
一
一
一
口
す
る
と
、
給
付

と
反
対
給
付
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
を
取
り
巻
く
種
々
の
憧
權
・
債
務
が
ワ
ン
パ
ッ
ヶ
ー
ジ
（
基
本
的
債
務
）
と
し
て
観
念
し
う
る
程
度

に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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‘
も
な
い
。

（
１
）
も
っ
と
も
、
一
審
判
決
が
、
本
件
契
約
が
形
式
上
売
買
契
約
の
部
分
と
賃
貸
借
契
約
の
部
分
と
に
分
か
れ
て
い
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

「
後
者
の
債
務
不
履
行
が
前
者
の
解
除
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
は
二
個
の
契
約
と
す
る
か
の
よ

う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
｜
個
の
契
約
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
賃
貸
借
契
約
の
部
分
の
不
履
行
が
契
約
全
体
の
解
除
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
相
当
で

な
い
と
い
う
ほ
う
が
適
切
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
星
野
豊
「
不
動
産
小
口
化
商
品
の
解
約
」
ジ
ュ
リ
一
○
六
七
号
（
平
成
七
年
）
一
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
３
）
原
啓
一
郎
「
判
批
」
判
夕
九
七
八
号
（
平
成
一
○
年
）
七
一
頁
参
照
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
ｄ
を
加
え
た
。

（
４
）
金
山
直
樹
「
判
批
」
法
教
二
○
一
号
（
平
成
九
年
）
二
四
頁
以
下
。
な
お
、
最
高
裁
判
決
が
施
設
利
用
可
能
な
状
態
で
の
物
給
付
義
務
の
存
在
を
説
き
、

そ
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
売
買
契
約
の
解
除
を
認
め
た
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
会
員
権
契
約
と
売
買
契
約
は
別
個
の
契

約
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
５
）
山
本
豊
「
判
批
」
判
夕
九
四
九
号
（
平
成
九
年
）
四
八
頁
以
下
。

（
６
）
水
辺
芳
郎
・
澗
水
恵
介
「
判
批
」
日
本
法
学
六
四
巻
二
号
（
平
成
一
○
年
）
二
二
三
頁
以
下
。

（
７
）
同
旨
、
北
村
寅
「
判
研
」
法
時
六
九
巻
一
二
号
（
平
成
九
年
）
一
○
七
頁
。

（
８
）
北
村
・
前
掲
注
（
７
）
一
○
七
頁
。

（
９
）
近
藤
崇
畷
「
判
解
」
ジ
ュ
リ
一
一
○
七
号
〈
平
成
九
年
）
一
三
一
頁
、
同
「
判
解
」
曹
時
四
九
巻
八
号
（
平
成
九
年
）
二
七
四
頁
。

（
皿
）
本
田
純
一
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
六
号
（
平
成
一
○
年
）
三
八
頁
、
同
『
契
約
規
範
の
成
立
と
範
囲
』
（
平
成
一
一
年
）
二
一
四
頁
。

（
、
）
池
田
真
朗
「
『
複
合
契
約
』
あ
る
い
は
『
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
』
論
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
一
一
一
三
号
（
平
成
一
○
年
）
一
二
頁
以
下
、
同
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
一
七

（
５
）
 

（
６
）
 

（
７
）
 

（
８
）
 

（
９
）
 

（
皿
）

（
、
）巨
弓

（
辺
）
河
上
正
二
「
判
批
」
判
時
一
六
二
八
号
（
平
成
一
○
年
）
一
八
○
頁
。
な
お
、
同
「
複
合
的
給
付
・
複
合
的
契
約
お
よ
び
多
数
当
事
者
の
契
約
関
係
」
法

教
一
七
二
号
（
平
成
七
年
）
四
八
頁
以
下
は
、
現
代
的
取
引
の
種
々
の
認
識
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
て
お
り
、
大
い
に
参
考
と
な
る
。

（
田
）
渡
辺
達
徳
「
判
批
」
法
学
新
報
一
○
四
巻
四
・
五
号
（
平
成
一
○
年
）
一
六
九
頁
以
下
、
一
七
七
頁
以
下
。

、
）
山
本
・
前
掲
注
（
５
）
五
一
頁
参
照
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

五
三

（
平
成
九
年
）
六
六
頁
。

河
上
正
二
「
判
批
」
岬

七
二
号
（
平
成
七
年
）
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ま
ず
第
一
に
、
基
本
的
債
務
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
給
付
義
務
及
び
従
た
る
給
付
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
と
き
は
、
原
則
と
し
て
契
約

を
全
部
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
従
た
る
給
付
義
務
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
不
履
行
に
も
拘
わ
ら
ず
契
約
目
的
を
達
成
し

う
る
こ
と
を
立
証
し
た
と
き
は
、
契
約
の
解
除
は
許
さ
れ
な
い
。
付
随
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
民
法
五
四
一
条
の
前
提
要
件
を
欠
く
か

ら
、
同
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
付
随
義
務
違
反
に
よ
る
解
除
は
民
法
六
二
八
条
、
六
六
三
条
二
項
な
ど
の
類
推
適
用
に
よ
る
。
こ
の
場
合
、

契
約
目
的
を
達
成
し
得
な
い
と
い
う
要
件
を
立
証
し
な
け
れ
ば
、
契
約
解
除
権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
な
い
。

第
二
に
、
混
合
契
約
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
併
行
的
結
合
の
類
型
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
併
行
的
結
合
は
こ
れ
ま
で
主
従
型
と
並

契
約
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
要
素
た
る
債
務
の
概
念
を
用
い
る
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
契
約
目
的
を
達
成
し
う
る
か
否
か

を
基
準
と
す
る
の
が
判
例
・
通
説
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
必
要
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
債
務
構
造
や
混
合
契
約
の
類
型
論

と
の
関
連
で
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
要
件
の
位
置
づ
け
の
明
確
化
お
よ
び
論
理
的
な
精
繊
化
を
図
る
べ
き
だ
と
の
観
点
か
ら
若
干

の
考
察
を
行
っ
た
。

ま
ず
第
一
に
、
》

む
す
び 法
学
志
林
第
九
十
九
巻
第
一
号

五
四

（
咽
）
近
藤
・
前
掲
注
（
９
）
ジ
ュ
リ
一
三
一
頁
、
同
・
曹
時
二
七
四
頁
参
照
。

（
肥
）
河
上
・
前
掲
注
（
⑫
）
判
時
一
七
八
頁
参
照
。
な
お
、
河
上
説
は
、
契
約
の
個
数
は
目
的
物
の
性
質
の
外
当
事
者
の
意
思
や
契
約
目
的
に
基
づ
く
憤
務
内

容
の
解
釈
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
が
独
立
的
な
対
価
的
計
算
関
係
を
形
成
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
す
る
。

（
Ⅳ
）
大
村
敦
志
「
判
批
」
ジ
ニ
リ
一
一
一
三
号
（
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
）
七
○
頁
参
照
。
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要
素
と
な
る
。

列
型
に
分
け
ら
れ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
対
向
型
も
存
在
し
う
る
。
前
者
は
い
ず
れ
も
債
務
者
が
追
加
的
債
務
を
負
う
が
、
後
者
は
債
権
者

が
こ
れ
を
負
担
す
る
の
で
あ
る
が
、
判
例
で
は
こ
の
よ
う
な
対
向
型
の
事
例
が
む
し
ろ
多
い
。

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
類
型
に
従
っ
て
全
部
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
複
数
の
給
付
の
間
に
不
可
分
的
ま

た
は
時
系
列
的
な
結
合
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
、
追
加
的
給
付
が
対
価
的
な
反
対
給
付
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
か
な
ど
が
重
要
な
判
断

第
三
に
、
複
合
契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約
条
項
な
ど
か
ら
契
約
の
相
互
依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
｜
方
の
契
約
の
不

履
行
を
理
由
に
他
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
契
約
当
事
者
は
契
約
目
的
の
実
現
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ

き
義
務
や
給
付
目
的
物
の
価
値
を
減
少
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
義
務
を
信
義
則
上
の
付
随
義
務
と
し
て
負
う
。
一
方
の
契
約
の
不

履
行
が
こ
の
付
随
義
務
違
反
と
判
断
さ
れ
、
契
約
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、
他
の
契
約
を
解
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
基
本
的
債
務
の
不
履
行
と
同
様
の
扱
い
と
な
る
。

最
高
裁
平
成
八
年
判
決
は
複
合
契
約
に
お
け
る
解
除
と
い
う
新
た
な
問
題
を
提
起
し
た
。
こ
れ
は
複
合
契
約
に
と
ど
ま
ら
ず
、
債
務
構

造
や
混
合
契
約
論
と
の
関
連
で
契
約
の
解
除
を
再
検
討
す
る
必
要
を
認
識
さ
せ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

複
合
契
約
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
成
立
お
よ
び
履
行
の
段
階
に
お
け
る
問
題
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
複

合
契
約
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

混
合
契
約
お
よ
び
複
合
契
約
と
契
約
の
解
除
（
宮
本
）

五
五
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